
玻
璃
装
仮
整
理
文
書
断
片
の
調
査

正
倉
院
に
は
、
断
片
化
し
た
文
書
・
経
巻
の
一
部
が
多
数
残
さ
れ
て
お
り
、
近
代
の

整
理
の
過
程
で
、
台
紙
に
貼
り
込
ん
で
成
巻
文
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
も
あ
れ

ば
、
軸
装
や
帖
装
な
ど
の
形
に
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
二
枚
の
硝

子
板
の
間
に
挟
み
込
む
、
い
わ
ゆ
る
玻
璃
装
の
状
態
に
仮
に
整
理
さ
れ
た
文
書
断
片
に

ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
そ
の
一
部
を
紹
介
し
、
文
書
の
内
容
や
他
の
断
簡
と
の
接
合
に
関

し
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う
。
こ
の
玻
璃
装
に
お
け
る
断
片
の
ま
と
ま
り
は
、

近
代
の
正
倉
院
に
お
け
る
整
理
の
過
程
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
種
の
断
片
が
収

め
ら
れ
て
い
る
例
は
あ
る
も
の
の
、
大
き
な
内
容
上
の
連
関
等
は
な
い
。
ま
ず
は
、
文

書
断
片
が
ど
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
き
た
か
、
正
倉
院
文
書
の
整
理
の
流
れ
に
即
し
て

概
観
し
て
み
よ（
１
）

う
。

塵
芥
の
整
理
は
明
治
の
初
め
か
ら
懸
案
事
項
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
十

年
（
一
八
七
七
）、
明
治
天
皇
の
大
和
行
幸
を
契
機
と
し
て
塵
芥
文
書
の
整
理
が
認
め

ら
れ
、
東
京
の
内
務
省
図
書
局
に
お
い
て
整
理
の
手
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
の
際
、
傷
み

の
顕
著
な
断
簡
に
は
裏
打
が
施
さ
れ
、
細
か
い
断
片
は
台
紙
に
貼
り
込
ま
れ
た
。
そ
し

て
、
最
終
的
に
は
、
三
十
九
巻
と
雑
張
三
冊
、
及
び
蝋
燭
文
書
一
袋
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
に
図
書
寮
所
管
と
な
っ
た
後
に
も
、
塵
芥
の

整
理
は
引
き
続
き
行
な
わ
れ
て
お
り
、
先
に
整
理
さ
れ
た
三
十
九
巻
と
は
別
に
、
二
十

巻
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
塵
芥
文
書
」
も
存
在
し
て
い
た
。
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）、

設
置
さ
れ
た
ば
か
り
の
御
物
整
理
掛
も
、
塵
埃
中
か
ら
文
書
断
片
の
抽
出
作
業
を
行
っ

て
お
り
、
整
理
の
た
め
文
書
断
片
一
包
を
東
京
に
回
送
し
て
い
る
。
翌
二
十
六
年
に
は

正
倉
院
文
書
の
大
半
が
東
京
に
送
ら
れ
、
整
理
未
着
手
の
「
未
修
古
文
書
」
を
主
体
と

し
て
続
々
修
の
成
巻
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
際
の
目
録
で
あ
る
「
東
京
回
送
御
物
目
（
２
）

録
」

に
は
、「
一

献
者
不
知
古
題
箋
一
片
」
や
、
先
述
の
「
一

同
（
塵
芥
文
書
※
著
者
注
）
廿

巻

第
三
編
」、「
一

薬
裹
故
紙
廿
張
」、「
一

麁
紙
五
張
」
等
、
整
理
過
程
で
ま
と
め

ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
断
片
の
記
載
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
断
片
は
続
々
修
文
書
の
中
に

収
め
ら
れ（
３
）

た
。

そ
の
後
も
宝
物
の
整
理
過
程
で
発
見
さ
れ
る
文
書
の
断
片
は
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ

た
時
点
で
整
理
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
明
治
期
の
整
理
の
よ
う
に
、
成
巻
さ
れ
て
正
倉

院
文
書
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
古
裂
整
理
と
同
じ
要
領
で
台
紙
に
貼

り
込
み
、
そ
れ
を
軸
装
、
も
し
く
は
帖
装
に
仕
立
て
る
な
ど
し
て
管
理
し
て
い
く
の
で

あ
る
。
今
回
扱
う
玻
璃
装
文
書
も
、
同
じ
よ
う
な
経
緯
で
正
倉
院
事
務
所
に
よ
っ
て
整

理
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
台
帳
上
未
登
録
で
あ
り
、
仮
の
整
理
で
あ
っ
た
可
能
性

飯

田

剛

彦

（
一
五
）

（１５２）



が
高
い
。
玻
璃
装
に
仕
立
て
ら
れ
た
理
由
は
、
台
紙
に
貼
り
込
ん
で
紙
背
の
記
載
が
判

読
困
難
に
な
る
と
い
う
事
態
を
避
け
る
た
め
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

観
察
に
あ
た
っ
て
は
、
二
枚
の
硝
子
板
の
貼
り
継
ぎ
（
周
囲
を
紙
製
の
テ
ー
プ
で
留

め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
）
を
一
旦
剥
し
、
断
片
を
取
り
出
し
て
行
な
っ
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
別
々
の
玻
璃
装
に
整
理
さ
れ
た
断
片
ど
う
し
の
接
合
を
直
接
検
討
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ（
４
）た

。
ま
た
、
墨
痕
・
墨
書
に
関
し
て
は
、
ル
ー
ペ
及
び
光
学
顕
微
鏡
を
用

い
て
の
肉
眼
観
察
と
、
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
に
よ
る
観
察
と
を
平
行
し
て
行
な
っ
た
。

Ａ

写
経
所
関
係
文
書

Ⅰ

手
実
継
文
期
別
表
紙
断
片

現
存
長
は
縦
一
六
・
八
セ
ン
チ
、
横
一
一
・
五
セ
ン
チ
（
以
下
、
現
存
長
等
に
お
け

る
数
値
の
単
位
・
セ
ン
チ
は
記
載
を
省
略
す
る
）。
全
体
に
褐
色
の
染
み
が
つ
い
て
お

り
、
も
も
け
・
傷
み
も
著
し
い
。
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）
閏
三
月
〜
四
月
手
実
表
紙

（
見
返
し
集
計
）
で
、
塵
芥
文
書
巻
十
一
雑
張
所
収
断
片
に
接
合
す
る
。
そ
の
結
果
、

以
下
の
よ
う
な
釈
文
を
復
原
で
き
る
。

第
１
号

自
閏

四
月
卅
日

合
奉
寫
経
并
疏
□

二
百

巻
一
切
経

□

（
紙
背
）

自
天
平
十
﹇
三
年
﹈

□
□
潤
三
月
至
四
月

手
実
は
案
主
に
よ
る
勘
検
を
経
て
継
文
に
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
表
紙
兼
集
計
用
紙
が

冒
頭
に
貼
り
継
が
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
断
片
は
、
当
該
時
期
の
手
実
継
文
の
右
端
に
位

置
す
る
山
辺
千
足
手
実
（
塵
芥
巻
十
九
、『
大
日
本
古
文
書
』
七
―
５０３
。
以
下
、
煩
雑
さ

を
避
け
る
た
め
、『
大
日
本
古
文
書
』
か
ら
の
引
用
は
「
巻
数
―
頁
数
」
の
み
を
表
示
す

る
）
の
前
に
継
が
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
断
簡
に
関
し
て
は
、
杉
本
一

樹
氏
の
著
書
に
す
で
に
言
及
が
あ（
５
）

る
。

Ⅱ

千
部
法
花
経
充
本
帳
断
片

玻
璃
装
仮
整
理
文
書
断
片
に
は
、
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
作
成
の
千
部
法
花
経
充

（
一
六
）

図１ 手実継文期別表紙断片（第１号）

（１５１）



本
帳
の
断
片
が
、
四
点
ほ
ど
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
紙
端
の
形
状
、
部

数
や
人
名
等
の
記
載
と
関
連
帳
簿
と
の
内
容
上
の
繋
が
り
等
か
ら
、
以
下
の
よ
う
に
推

定
可
能
で
あ（
６
）

る
。
な
お
、
釈
文
中
の
「
�
」
は
墨
圏
点
を
、「
�
」
は
朱
圏
点
を
あ
ら
わ

す
。第

２
号

﹇
用
﹈
□

上

日

�
�
用
百
五
十
七
張

空
三

日

□
入
廣
濱
名

�
�
正
用
百
五
十
七
張

空
二

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

呉
原
生
人

�
用
百
五
十
七
張

七
張

現
存
長
は
縦
一
七
・
五
、
横
一
一
・
九
。
紙
背
は
空
。
千
部
法
花
経
充
本
帳
の
一
部
。

記
載
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
部
数
表
示
部
分
は
す
べ
て
欠
失
し
て
い
る
。
三
行
目

の
「
入
廣
濱
名
」
は
辛
鍛
冶
広
浜
の
関
与
を
窺
わ
せ
る
が
、
そ
の
上
方
に
記
さ
れ
て
い

た
経
師
名
は
欠
失
し
て
い
て
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
千
部
法
花
経
筆
墨
紙
充
帳
（
十

―
３８３
〜
４３５
）
の
記
載
か
ら
、
辛
鍛
冶
広
浜
と
書
写
作
業
を
分
担
し
て
い
た
経
師
と
し
て
、

土
師
小
東
人
と
若
宮
大
淵
の
二
人
の
名
が
判
明
し
、
こ
の
う
ち
、
第
５
号
断
片
の
九
九

三
部
に
関
す
る
記
載
に
土
師
小
東
人
の
名
が
み
え
る
の
で
、
本
断
片
の
「
入
廣
濱
名
」

の
上
部
に
記
さ
れ
て
い
た
経
師
は
若
宮
大
淵
で
あ
る
と
の
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
し
か

し
、
若
宮
大
淵
の
書
写
し
た
部
数
は
明
ら
か
で
な
く
、
本
断
片
の
位
置
を
確
定
す
る
に

は
至
ら
な
い
。
ま
た
、
抹
消
に
か
か
る
四
行
目
の
呉
原
生
人
は
、
天
平
勝
宝
二
年
（
七

五
〇
）
五
月
四
日
付
の
千
部
法
花
経
布
施
申
請
解
案
（
十
一
―
２４１
〜
２５０
）
に
法
花
経
一

部
を
写
し
て
布
施
を
給
さ
れ
た
の
を
最
後
に
、
経
師
と
し
て
の
活
動
は
み
え
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。
よ
っ
て
、
記
載
内
容
に
よ
っ
て
本
来
の
位
置
を
推
測
す
る
手
掛
か
り
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。
他
の
断
片
の
復
原
状
況
よ
り
、
九
六
二
部
か
ら
九
八
〇
部
の
間
に
属
す

る
可
能
性
が
高
い
が
、
明
確
な
位
置
は
不
明
で
あ
る
。

第
３
号

□
百
八
十

（
紙
継
目
）

﹇
市
﹈

一
部
古
□
清
人

二
月
八
日

二
部
史
戸
大
立

二
月
五
日

�
�
用
百
五
十
七
張

□
部
間
人
道
嶋

十
一
月
十
五
日

図２ 千部法花経充本帳断片（第２号）

（
一
七
）

（１５０）



□
部
若
宮
大
淵
「
傳
充
□

」

紙
背
は
空
。
貼
り
継
が
れ
た
二
紙
か
ら
な
る
断
片
。
第
１
紙
の
現
存
長
は
縦
七
・
八
、

横
二
・
三
、
第
２
紙
で
は
縦
二
一
・
一
、
横
一
一
・
五
。
第
１
紙
一
行
目
の
後
に
継
目

（
糊
代
〇
・
五
）
あ
り
。
第
２
紙
一
行
目
左
行
「
二
月
八�

日
」
、
書
き
か
け
の
文
字
に
重

ね
書
き
。

本
断
片
冒
頭
に
は
、
十
部
毎
に
振
ら
れ
る
空
見
出
し
の
記
載
が
残
さ
れ
て
は
い
る
も

の
の
、
欠
失
部
に
掛
か
っ
て
い
る
た
め
、「
□
百
八
十

」
と
い
う
不
正
確
な
数
字

し
か
得
ら
れ
な
い
。
但
し
、
先
述
の
断
簡
整
理
の
結
果
を
踏
ま
え
れ
ば
、
未
確
定
の
範

囲
で
「
□
百
八
十

」
に
該
当
す
る
見
出
し
の
部
数
は
九
八
〇
部
の
み
で
あ
る
た
め
、

本
断
簡
は
九
八
一
部
か
ら
九
八
四
部
ま
で
の
内
容
を
含
む
断
簡
と
判
断
で
き
る
。

な
お
、
千
部
法
花
経
筆
墨
紙
充
帳
（
十
―
３８３
〜
４３５
）
の
記
載
か
ら
、
第
２
紙
最
終
行

の
「
傳
之
充
」
の
下
に
は
、
敦
賀
石
川
の
名
を
補
う
こ
と
が
で
き
、
残
画
か
ら
判
断
し

て
も
問
題
は
な
い
。

第
４
号

七
部
三
月
十
四
日

大
田
廣
□

八
部
坂
本
吾
□

三
月
十
四
日

九
部

紙
背
は
空
。
現
存
長
は
縦
九
・
〇
、
横
九
・
四
。
部
分
的
に
カ
ビ
が
点
在
し
て
い
る
。

紙
背
は
黒
ず
み
が
著
し
い
。
墨
書
三
行
目
左
行
の
「
四
」
は
や
や
潰
れ
た
よ
う
な
形
状

で
、
重
ね
書
き
に
よ
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
続
々
修
第
五
帙
巻
一
所
収
の
千
部
法

花
経
上
帳
（
十
一
―
１３６
〜
１３９
）
は
、
書
写
事
業
の
最
終
段
階
に
お
け
る
作
業
の
進
行
状

況
の
記
録
で
あ
る
が
、
書
写
未
了
経
巻
の
担
当
経
師
の
名
等
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
若

干
の
齟
齬
は
あ
る
も
の
の
、
充
本
帳
に
記
載
さ
れ
た
経
師
名
の
順
番
と
一
致
し
て
い
る
。

本
断
片
に
は
大
田
広
嶋
、
坂
本
吾
人
と

推
定
で
き
る
経
師
名
が
み
え
、
前
後
と

直
接
は
し
な
い
も
の
の
、
九
八
六
部
か

ら
九
八
九
部
ま
で
の
記
載
部
分
（
九
八

六
部
に
つ
い
て
は
墨
書
微
存
）
で
あ
る

こ
と
が
推
測
可
能
で
あ
る
。

（
一
八
）

図３ 千部法花経充本帳断片（第３号）

図４ 千部法花経充本帳断片
（第４号）

（１４９）



第
５
号

貼
り
継
が
れ
た
二
紙
か
ら

な
る
断
片
（
継
目
幅
〇
・
五

〜
〇
・
六
）。
第
１
紙
は
現

存
長
縦
一
〇
・
四
、
横
七
・

三
、
第
２
紙
は
縦
一
二
・
八
、

横
五
・
三
。
帳
簿
上
段
の
部

数
表
示
部
分
は
み
え
な
い
が
、

紙
端
の
形
状
等
か
ら
、
本
断

片
の
右
下
方
に
は
続
々
修
第
四
十
七
帙
巻
四
第
５１
号
（
二
十
四
―
５８０
〜
５８１
）
が
、
左
方

に
は
塵
芥
巻
三
十
四
第
５
紙（
二
十
四
―

５８１
）が
そ
れ
ぞ
れ
接
合
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
本
断
片
は
九
九
三
部
か
ら
九
九
七
部
ま
で
の
記
載
部
分
で
あ
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。
接
合
し
た
断
簡
の
記
載
の
一
部
と
あ
わ
せ
て
釈
文
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

三
部
土
師
小
東
人
傳
充
辛
金
廣
濱

三
月
廿
八
日

�
�
用
百
五
十
七
張
空破

四
部
若
桜
部
益
国

三
月
廿
九
日

張
空
二

破
一

﹇
山
﹈

五
部
勇
□
八
千
石

三
月
廿
九
日

□

（
紙
継
目
）

六
部
掃
守
廣
野

四
月
三
日

�
�
用
百
五
十

二
日
□

七
部
秦
在
礒
傳
充
三
嶋
子
公

四
月
十
日

�
�
用

在
礒
寫
廿
四

上

日
道
□

（
第
１
紙
紙
背
）

□
巻

破
一

七
巻
用
十
九

九
巻
用
十
三

□
巻
用
十
□

な
お
、
第
１
紙
目
の
紙
背
に
は
反
故
に
な
っ
た
手
実
の
一
部
ら
し
き
記
載
が
あ
る
が

（
墨
書
一
行
目
は
右
端
で
切
断
に
か
か
り
、
僅
存
す
る
の
み
）、
そ
の
下
に
接
合
す
る
と

考
え
ら
れ
る
、
続
々
修
第
四
十
七
帙
巻
四
第
５１
号
紙
背
に
も
「
巻
用
十
□
」
の
文
字
が
み

え
、
本
断
片
の
記
載
に
中
間
欠
で
繋
が
る
。

Ⅲ

経
疏
出
納
帳
断
片

第
６
号

志
麻

返

知
呉
原
生
人

巻﹇
寂
カ
﹈

□
法
師
撰
者

現
存
長
は
縦
一
四
・
五
、
横
七
・
五
。
経
疏
の
貸
借
に
関
す
る
内
容
を
有
す
る
断
片
で

あ
る
。
冒
頭
の
「

志
麻

」
は
経
疏
返

納
の
使
者
と
な
っ
た
人

物
の
名
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
最
終
行
は
、
貸

借
の
対
象
と
な
っ
た
経

疏
の
名
称
で
あ
ろ
う
。

図５ 千部法花経充本帳断片（第５号）

図６ 経疏出納帳断片（第６号）

（
一
九
）

（１４８）



呉
原
生
人
の
署
名
の
直
後
に
新
た
な
経
疏
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
奉
請
文
そ
の
も

の
と
い
う
よ
り
も
、
続
修
後
集
巻
三
十
八
・
四
十
二
所
収
の
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五

一
）
経
疏
出
納
帳
（
三
―
４１４
、
５４２
〜
５５７
）
の
よ
う
な
形
式
を
も
つ
帳
簿
の
一
部
と
考
え

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
は
じ
め
に
経
巻
の
名
称
を
掲
げ
、
出
納
を
日
並
式
に
書
き
継
い

で
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
終
行
に
記
さ
れ
た
、
経
疏
の
撰
述
者
「
□
法
師
」
に
つ
い

て
で
あ
る
が
、
一
文
字
目
は
ウ
カ
ン
ム
リ
と
そ
の
他
若
干
の
残
画
が
確
認
で
き
、
該
当

す
る
可
能
性
の
高
い
人
物
と
し
て
は
、「
寂
法
師
」
の
名
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。「
寂
法

師
」
の
名
は
、
梵
網
経
疏
二
巻
、
菩
薩
戒
本
疏
三
巻
等
の
撰
述
者
と
し
て
正
倉
院
文
書

に
散
見
さ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
断
片
に
記
載
さ
れ
た
経
巻
が
如
何
な
る
も
の

か
は
不
明
で
、
接
合
す
る
断
簡
も
特
定
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

Ⅳ

食
口
案
断
片

第
７
号

現
存
長
は
縦
一
七
・
四
、
横
六
・
七
。
表
に
は
縦
横
の
淡
墨
界
線
が
残
る
が
、
界
幅

は
二
・
〇
（
左
端
は
切
断
に
か
か
り
、
最
終
行
の
界
幅
は
二
・
四
。
糊
痕
等
は
確
認
で

き
ず
）、
欄
外
下
段
の
間
隔
は
〇
・
九
で
あ
る
。
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
表
の
記
載
は
天

平
勝
宝
八
歳
（
七
五
六
）
七
月
二
十
九
日
付
の
食
口
案
の
断
片
で
、
続
々
修
第
三
十
八

帙
巻
五
第
４
紙
（
十
三
―
１６９
〜
１７０
）
左
端
に
接
合
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
紙
背
は
天
平

勝
宝
六
年（
七
五
四
）六
月
八
日
の
布
施
申
請
解
案（
十
三
―
７１
〜
７２
）の
一
部
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
以
下
、
接
合
す
る
断
簡
の
一
部
と
共
に
釈
文
を
掲
げ
る
。
な
お
、
当
該
断

片
の
記
載
部
分
は
、
表
側
で
は
釈
文
の
末
尾
三
行
分
、
紙
背
で
は
冒
頭
二
行
分
で
あ
る
。

寫
書
所

申
七
月
食
口
事

人人
並
寫
三
部
法
花
経

拾
伍
人

□
仏
殿
圖

九
人
繪
経
軸

造
考
文
紙

部
法
花
経

廿
九
日
食
口
顕

天
平
勝
寶
八
歳
七
月
廿
九
日
上
主
□

馬
養

「
呉
原
伊﹇
美
﹈

□
吉
」

（
紙
背
）

十
花
厳
「
経
」

�
�
嶋
院

去
年
十

一
巻
准
麁
紙
七
百

年

尼
師
去
十
月
十
八
日
宣
奉
寫

廿
三

�
�

佰
拾
捌
張

参
拾
肆
張
校
二
度

（
後
略
）

（
二
〇
）

（１４７）



Ⅴ

始
二
部
一
切
経
書
写
未
了
小
乗
経
論
所
在
不
明
分
勘
出
注
文
断
片

第
８
号

大
き
な
断
片
一
つ
と
小
さ
な
断
片
三
つ
か
ら
な
る
。
一
つ
の
玻
璃
装
に
分
離
し
た
状

態
で
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
小
断
片
三
つ
の
う
ち
、
朱
の
色
調
、
残
画
、
紙
端
の
形
状

等
を
判
断
根
拠
と
し
て
、
二
片
は
大
き
な
断
片
の
下
方
右
寄
り
と
左
端
下
方
に
、
そ
れ

ぞ
れ
接
合
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
墨
書
の
残
画
の
み
見
え
る
残
り
の
一
片
は
、
接
合

箇
所
不
明
で
あ
る
。
接
合
後
の
寸
法
は
縦
一
六
・
九
、
横
一
一
・
八
と
な
っ
た
。
表
裏

共
に
界
線
等
は
な
い
。
断
簡
の
接
合
に
よ
り
、
以
下
の
釈
文
が
復
原
可
能
で
あ
る
。
な

お
、
釈
文
中
、
朱
筆
記
載
は
＊「

」
を
付
し
て
示
し
た
。

身
事
厳
寒﹇
無
カ
﹈

□

願
彼
院
西
北
□

（
紙
背
）

＊「

□
處
経
第
二
帙
第
□
巻
見
寫
六

□
理
論
第
六
帙
第
一
巻
見
廿五

月
十
五﹇
日
﹈

□
」

文
書
の
端
・
奥
共
に
大
き
く
欠
失
し
て
お
り
、
記
載
内
容
も
部
分
的
に
し
か
伝
わ
ら

な
い
。
仮
に
紙
背
と
し
た
側
が
二
次
利
用
面
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
断
片
の
性
格
を
考

察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
ち
ら
の
面
の
観
察
か
ら
始
め
た
い
。

ま
ず
、
紙
背
は
、
全
文
朱
筆
に
よ
り
記
さ
れ
て
い
る
。
残
存
す
る
部
分
に
は
経
巻
名

が
列
記
さ
れ
、
末
尾
に
は
年
欠
の
「
五
月
十
五﹇
日
﹈

□
」
と
の
日
付
が
付
さ
れ
て
い
る
。
特

徴
的
で
あ
る
の
は
、
経
巻
名
・
帙
・
巻
の
記
載
の
下
に
、「
見
寫
六
」、「
見
廿
」
の
よ
う

に
、
書
写
作
業
の
進
行
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
同
様
の
記
載
の
あ
る
文
書

を
捜
し
た
と
こ
ろ
、『
大
日
本
古
文
書
』
が
「
奉
写
一
切
経
目
録
」
と
す
る
、
塵
芥
巻
十

一
第
１
紙
が
浮
か
び
上
が
っ
た
（
十
九
―
５９７
〜
５９８
）。
こ
の
文
書
は
右
端
上
下
の
傷
み

が
激
し
い
た
め
、『
大
日
本
古
文
書
』
の
釈
読
に
は
若
干
問
題
と
な
る
部
分
が
あ
る
。
よ

っ
て
、
原
本
の
観
察
に
基
づ
い
て
補
訂
し
た
釈
文
を
以
下
に
掲
げ
る
。

上
巻
見
八

�

仏
遺

見
八

＊「
充
桑
内
」

�正
法

図７ 始二部一切経書写未了小乗経論所在不明分
勘出注文断片（第８号紙背）

（
二
一
）

（１４６）



見
廿
＊「
充
坂
上
諸
人
」

＊「
第
一
」
＊「
十
二
」

��
最
勝
王
経
第
六
＊「
充
坂

」

経
第
四
見
廿

＊「
注
」
�
楞
伽
経
見
廿

＊「
第
四
」＊「
充

万
呂
」

□
威
燈
光
仙
人
問
疑
経
一
巻
見
十
五

＊「
充
船
木
万
呂
」
�
菩
薩
瓔
珞
経
第
一
巻
見
十
六

□
倶
�
佛
母
准
泥
大
明
陀
羅
尼
経
見

法
集
経
第
四
巻
見
十
一

＊「
充
工
浄
成
」
�
法
集
経
第
七
巻
見
十
二

＊「
充
工
浄
成
」

瑜
伽
論
第
三
帙
第
三
巻
見
十
六
＊「
充
秦
正
月
万
呂
」

□
□
論
第
□
帙
第
一
見
九
＊「
充
音
太
部
」

＊「
可
加
甲
部
注
論
之
内
」

＊「
合

二
張

百
九
十

」

＊「
五
月
十
四
日
」

＊「
大
乗
」

（
紙
背
）

伍
六
九
七
四
八
三
一
十

こ
の
塵
芥
巻
十
一
第
１
紙
と
当
該
断
片
は
、
と
も
に
欠
失
部
分
が
多
い
も
の
の
、
形

式
的
に
ほ
と
ん
ど
同
一
の
体
裁
を
な
し
て
お
り
、
ま
た
、
前
者
に
は
「
五
月
十
四
日
」、

後
者
に
は
「
五
月
十
五﹇
日
﹈

□
」
と
、
年
紀
を
欠
く
一
日
違
い
の
日
付
が
、
同
一
人
に
よ
る

と
思
わ
れ
る
筆
跡
で
、
共
に
朱
筆
に
よ
り
末
尾
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
両

者
の
間
に
は
極
め
て
深
い
関
連
が
あ
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
文
書
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
よ
り
情
報
量
の
多
い
塵
芥
巻
十

一
第
１
紙
に
注
目
し
て
関
連
史
料
を
検
ず
る
と
、
始
二
部
一
切
経
の
充
本
状
況
を
記
し

た
、
奉
写
大
乗
経
律
論
目
録
（
二
十
一
―
１
〜
５８
、
以
下
目
録
Ａ
（
大
乗
）
と
す
る
）

及
び
手
実
（
二
十
―
１
〜
５０
、
７９
〜
１７８
）
に
、
多
く
の
対
応
す
る
記
載
の
あ
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。
こ
の
目
録
と
手
実
か
ら
、「
見
…
」「
見
写
…
」
と
の
記
載
の
あ
る
経
論
を

全
て
抽
出
し
て
ま
と
め
た
の
が
、
次
頁
の
表
①
で
あ
る
。

表
①
で
×
を
付
し
た
、
塵
芥
巻
十
一
第
１
紙
に
対
応
記
載
の
な
い
、
大
般
涅
槃
経
第

三
帙
第
八
巻
・
注
涅
槃
経
第
七
帙
第
十
七
巻
に
関
し
て
は
、
他
の
経
論
が
五
月
以
降
に

充
本
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
二
・
三
月
に
充
本
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ

以
降
に
作
成
さ
れ
た
塵
芥
巻
十
一
第
１
紙
に
は
記
載
が
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ

っ
て
、
こ
れ
ら
を
除
い
て
、
塵
芥
巻
十
一
第
１
紙
に
列
記
さ
れ
た
経
論
と
全
面
的
に
対

（
二
二
）

図８ 始二部一切経書写未了大乗経論充本注文（塵芥巻１１第１紙）

（１４５）



表① 奉写大乗経律論目録（２１―１～５８）に所載された書写途中の経論

対応する手実

２０―１１４～１１５

２０―１１９～１２０

無し

１９―２６２

２０―１５３

２０―１６８～１６９

２０―１２～１３

２０―７～８

２０―２６

２０―１５７

２０―１４１～１４２

無し

２０―１５１

２０―１５１

２０―１５６～１５７

①本表における１～１５の順は、奉写大乗経律論目録（２１―１～５８）に記載された経律論の順番をそのまま踏襲している。

②（ ）内に示した記述は、奉写大乗経律論目録に記載がない、または、明らかな誤りを含む場合、手実の記載によって補ったもので

ある。

③それぞれの末尾に付した○△×は、○…塵芥巻１１第１紙の記載と対応するもの、△…塵芥巻１１第１紙の経巻名が欠失部にかかり判然

としないが、充本対象者、写紙数等、部分的に残された記載から、ほぼ確実に対応すると判断できるもの、×…塵芥巻１１第１紙と対

応記載の見られないもの、をそれぞれ示す。

塵芥１１第１紙

との対応

△（１行目上段）

○（１行目下段）

×

×

△（２行目上段）

△（３行目上段）

○（３行目下段）

△（４行目上段）

○（４行目下段）

○（５行目上段）

○（６行目）

○（５行目下段）

○（７行目上段）

○（７行目下段）

○（８行目）

『大日古』

所収巻・

頁

２１―４

２１―７

２１―１２

２１―１２

２１―１３

２１―１４

２１―１５

２１―１６

２１―１８

２１―２１

２１―２８

２１―３４

２１―３６

２１―３６

２１―５１

残部充本日

宝亀３年７月１４日

同８月１７日

同２月２３日

同３月５日

同６月２５日

同７月１２日

同５月９日

同５月１９日

同５月１４日

同８月２日

同９月１日

同５月２８日

記載なし

記載なし

同６月１０日

残部充本

対象

高向子祖

壬生広主

陽胡穂足

敢小足

桑内真公

坂上諸人

坂合部浜足

秦度守

秦正月万呂

舟木万呂

舟木万呂

念林宅成

（巧清成）

（巧清成）

尾張宮成

既写分作

業場所

西司

（西司）

記載なし

（西司）

西司

記載なし

（西司）

記載なし

記載なし

（西司）

西司

記載なし

（西司）

（西司）

（西司）

見写張数

８張

８張

１２張

２８張

８張

１２張

１０張

（２０張）

２０張

１５張

１７張

１６張

１１張

１２張

１６張

名 称

濡首菩薩経上巻

仏遺日摩尼宝経第一巻

大般涅槃経第三帙第八巻

注涅槃経第七帙第十七巻

大悲経第三巻

正法蓮華経第一巻

金光明最勝王経第六巻

不退転法輪経第四巻

注楞伽阿跋多羅宝経第四巻

大威灯光仙人問疑経一巻

七倶�仏大心准泥大明陀羅尼経一巻

菩薩瓔珞経第一巻

法集経第四巻

法集経第七巻

瑜伽師地論第三帙第三巻

経・

論の

別

経

経

経

経

経

経

経

経

経

経

経

経

経

経

論

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

表② 奉写小乗経律論本目録（２０―５０３～５４１）に所載された書写途中の経律論

対応する手実（『大日

古』所収巻・頁）

２０―４５９～４６０

２０―４３５～４３６

２０―４２１～４２２

２０―４６０～４６１

２０―４５６～４５７

２０―４２５

２０―４５６

２０―４４０～４４

２０―４４０～４４１

２０―４１０～４１１、４１８

無し

２０―４１４

①本表における１～１２の順は、奉写小乗経律論本目録（２０―５０３～５４１）に記載された経律論の順番をそのまま踏襲している。

②（ ）内に示した記述は、奉写小乗経律論本目録に記載がない、または、明らかな誤りを含む場合、手実の記載によって補ったもの

である。

③表において、西司による作業でないと確実に判断できる例は除いた。例えば、義足経上巻という経巻についていえば、手実（２０―

４３４）には「先写十八／今写六」とあるが、充本目録（２０―５１５）から単に二名の経師に割り当てただけであることが明確な場合など

である。

『大日 古』

所収巻・頁

２０―５０４

２０―５０４

２０―５０５

２０―５０５

２０―５０５

２０―５０６

２０―５１５

２０―５２５

２０―５２５

２０―５２７

２０―５３７

２０―５３８

充本日

宝亀３年１１月２６日

同４年２月９日

同４年２月１９日

同３年１２月１０日

同３年１２月１３日

同４年２月１９日

同３年１２月１１日

同４年２月２０日

同４年２月２０日

記載なし

記載なし

同４年３月１６日

残部充本対象

刑部真主

山辺千足

桑内真公

他田建足

占部忍男

出雲小万呂

壬生広主

浄野人足

浄野人足

（高向小祖）

記載無し

香山久須万呂

既写分作

業場所

（西司）

（西司）

（西司）

（西司）

（西司）

記載無し

（西司）

記載無し

記載無し

記載無し

記載無し

記載無し

見写張数

１７張

１２張（１１張）

５張

９張

１３張

１３張

６張

８張

７張

１８張

９張、２０張

８張

名 称

中阿含経第三帙第一巻

中阿含経第四帙第一巻

雑壱阿含経第五帙第四巻

雑阿含経第一帙第六巻

雑阿含経第三帙第四巻

雑阿含経第四帙第五巻

正法念処経第二帙第六巻

根本説一切有部毘奈邪雑事

第四帙第二巻

根本説一切有部毘奈邪雑事

第四帙第五巻

根本説一切有部��尼戒経
一巻

阿毘達磨順正理論第六帙

第一巻

阿毘達磨顕宗論第一帙

第五巻

経・律・

論の別

経

経

経

経

経

経

経

律

律

律

論

論

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２
（
二
三
）

（１４４）



応
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
以
上
よ
り
、
塵
芥
巻
十
一
第
１
紙
は
、
始
二
部
一
切
経

書
写
事
業
に
お
い
て
、
一
巻
分
の
途
中
で
書
写
作
業
が
一
時
中
断
状
態
に
あ
っ
た
経
論

を
列
記
し
、
そ
の
充
本
状
況
を
適
宜
追
記
し
て
い
く
た
め
に
作
成
さ
れ
た
注
文
と
性
格

付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
文
書
名
を
付
け
る
な
ら
ば
、
始
二
部
一
切
経
書
写
未
了
大

乗
経
論
充
本
注
文
（
以
下
、
注
文
Ａ
（
大
乗
）
と
す
る
）
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。
欠
損
箇
所
が
多
い
に
も
拘
ら
ず
、
全
く
記
載
の
な
い
経
論
等
は
な
く
、
ほ
ぼ
作
成

当
初
の
内
容
を
伝
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
当
該
断
片
は
、
い
か
な
る
性
格
の
文
書
で
あ
ろ
う
か
。
始
二
部
一
切
経

書
写
事
業
に
お
い
て
、
目
録
Ａ
（
大
乗
）
と
対
を
な
す
の
が
、
奉
写
小
乗
経
律
論
本
目

録
（
二
十
―
５０３
〜
５４１
、
以
下
、
目
録
Ｂ
（
小
乗
）
と
す
る
）
で
あ
る
。『
大
日
本
古
文
書
』

の
冠
し
た
文
書
名
の
と
お
り
、
前
者
は
大
乗
分
、
後
者
は
小
乗
分
の
充
本
に
関
す
る
目

録
で
あ
り
、
前
者
と
同
様
、
後
者
に
も
書
写
途
中
の
経
巻
に
関
す
る
記
載
が
「
見
…
」

「
見
写
…
」
と
い
う
形
で
残
さ
れ
て
い
る
。
目
録
Ｂ
（
小
乗
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を

ま
と
め
た
の
が
、
前
頁
に
掲
げ
た
表
②
で
あ
る
。

経
巻
名
、
帙
・
巻
数
、
書
写
済
み
張
数
等
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
表
②
に
み
え
る
、

正
法
念
処
経
第
二
帙
第
六
巻
、
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
第
六
帙
第
一
巻
が
、
当
該
断
片
に

朱
筆
で
記
さ
れ
た
二
つ
の
経
論
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
本
断
片
は
、

注
文
Ａ
（
大
乗
）
と
同
様
、
書
写
途
中
の
経
巻
を
書
き
上
げ
た
注
文
で
、
特
に
小
乗
分

に
つ
い
て
ま
と
め
た
部
分
と
性
格
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
以
下
、
当
該
断
片
を
注
文

Ｂ
（
小
乗
）
と
す
る
）
。
作
成
年
月
日
に
関
し
て
は
、
手
実
・
目
録
と
の
対
応
か
ら
宝
亀

三
年
（
七
七
二
）
五
月
十
五
日
と
推
測
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
注
文
が
作
成
さ
れ
た
背
景
に
は
、
始
二
部
一
切
経
書
写
事
業
の
中
断
と
、

作
業
場
所
の
変
更
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
始
二
部
一
切
経
書
写
事
業
は
、
奉
写
一
切

経
司
か
ら
の
委
託
で
西
大
寺
一
切
経
所
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
事
情
が
あ
っ

て
中
断
さ
れ
、
そ
の
書
写
を
受
け
継
ぐ
形
で
、
宝
亀
三
年
二
月
頃
よ
り
造
東
大
寺
司
管

下
の
奉
写
一
切
経
所
で
作
業
が
始
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い（
７
）る

。
先
に
ふ
れ
た
二
つ

の
目
録
や
手
実
に
お
い
て
、「
見
…
」、「
見
写
…
」
と
記
さ
れ
て
い
る
経
巻
に
は
「
写
於

西
司
」
と
併
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
事
業
計
画
の
中
で
全
く
作
業
が
未

着
手
、
ま
た
は
す
で
に
完
了
し
て
い
る
経
巻
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
注
文
に
は
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
注
文
は
、
西
大
寺
か
ら
東
大
寺
の
奉
写
一

切
経
所
へ
の
作
業
場
所
の
移
動
に
伴
っ
て
、
書
写
過
程
の
中
途
に
あ
っ
て
奉
写
一
切
経

所
に
搬
送
さ
れ
た
経
巻
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
確
認
し
、
新
た
に
経
師
に
充
本
す
る
際

の
資
料
と
し
て
用
い
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。

さ
て
、
注
文
Ｂ
（
小
乗
）
は
欠
失
箇
所
が
多
く
、
記
載
さ
れ
て
い
る
経
巻
は
二
巻
の

み
で
あ
る
の
で
、
注
文
Ａ
（
大
乗
）
に
倣
え
ば
、
表
②
に
列
記
し
た
経
巻
名
に
基
づ
い

て
、
前
半
部
分
に
想
定
さ
れ
る
欠
落
を
補
え
る
か
、
と
も
考
え
た
。
し
か
し
、
実
際
に

は
、
注
文
Ａ
（
大
乗
）
と
注
文
Ｂ
（
小
乗
）
の
内
容
を
比
較
検
討
す
る
と
、
両
者
の
間

に
か
な
り
多
く
の
相
違
点
が
存
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

ま
ず
、
注
文
Ｂ
（
小
乗
）
は
全
文
朱
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
注
文
Ａ
（
大

乗
）
の
朱
筆
記
載
は
、
経
巻
名
下
に
記
さ
れ
た
、
充
本
対
象
の
経
師
名
、
末
尾
に
記
さ

れ
た
、
張
数
集
計
・
「
大
乗
」
の
文
字
・
日
付
等
、
追
記
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
の
み
で
、

本
文
は
墨
書
に
よ
り
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
原
本
の
観
察
か
ら
、
注
文
Ａ
（
大

乗
）
の
末
尾
の
追
記
は
、
一
時
期
、
す
な
わ
ち
「
五
月
十
四
日
」
に
記
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
注
文
Ｂ
（
小
乗
）
が
作
成
さ
れ
る
前
日
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ

（
二
四
）

（１４３）



れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
注
文
は
、
共
に
書
写
途
中
の
経
巻
名
を
列
記
し
た
も
の

で
は
あ
る
が
、
注
文
Ａ
（
大
乗
）
の
墨
書
に
よ
る
本
文
記
載
は
、
追
記
が
な
さ
れ
た
五

月
十
四
日
以
前
に
成
立
し
て
お
り
、
注
文
Ｂ
（
小
乗
）
は
、
注
文
Ａ
（
大
乗
）
の
追
記

部
分
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
注
文
Ａ
（
大
乗
）
に
は
、
先
述
の
ご
と
く
、
充
本
さ
れ
た
経
師
名
が
追
記
さ

れ
て
い
る
が
、
注
文
Ｂ
（
小
乗
）
に
は
、
そ
の
よ
う
な
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。
す
な
わ

ち
、
注
文
Ａ
（
大
乗
）
が
列
記
さ
れ
た
経
巻
名
を
土
台
と
し
て
、
そ
れ
に
朱
筆
に
よ
る

充
本
関
係
の
追
記
を
加
え
て
い
く
こ
と
で
文
書
と
し
て
完
成
し
て
い
る
の
に
対
し
、
注

文
Ｂ
（
小
乗
）
は
朱
筆
で
経
巻
名
を
列
記
す
る
だ
け
で
成
立
し
て
い
る
点
に
相
違
が
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
な
る
が
、
注
文
Ａ
（
大
乗
）
は
、
目
録
Ａ
（
大
乗
）
に
お
い
て
書
写
途
中
と

さ
れ
て
い
る
経
巻
全
て
が
列
記
さ
れ
て
お
り
、
一
部
の
例
外
を
除（
８
）き
、
そ
の
記
載
順
ま

で
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
注
文
Ｂ
（
小
乗
）
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
経
巻
は
、

目
録
Ｂ
（
小
乗
）
に
お
け
る
書
写
未
了
分
を
記
載
順
に
網
羅
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の

一
部
の
み
を
書
き
出
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
注
文
Ａ
（
大
乗
）
と
注
文
Ｂ
（
小
乗
）
と
は
、
詳
し
く
内
容
を
比
較
す

れ
ば
、
完
全
に
対
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
目
録
Ｂ
（
小
乗
）
所
載
の
経
巻
か

ら
注
文
Ｂ
（
小
乗
）
の
欠
失
部
分
を
復
原
で
き
る
と
い
う
想
定
自
体
が
誤
り
で
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
よ
り
厳
密
に
注
文
Ｂ
（
小
乗
）
の
性
格
を
規
定
し
直
さ
ね
ば

な
ら
な
い
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
注
文
Ｂ
は
、
書
写
が
中
途
で
あ
る
小
乗
分
の
経
巻
の

う
ち
、
問
題
の
あ
る
経
巻
の
み
を
抽
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
問
題
と
は
何
か
。
注
文
Ｂ
（
小
乗
）
所
載
の
二
巻
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
正
法
念
処
経
第
二
帙
第
六
巻
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
手
掛
か
り
と
な
る
の
が
、
目
録
Ａ
（
大
乗
）
の
記
載
と
注
文
Ａ
（
大
乗
）
の
記
載

と
の
齟
齬
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
注
文
Ａ
（
大
乗
）
に
記
載
さ
れ
た
経
論
の
中
に
は
、

目
録
Ａ
（
大
乗
）
に
記
載
の
な
い
も
の
を
二
巻
ほ
ど
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ（
９
）る

。

そ
の
二
巻
と
は
、
二
行
目
下
段
の
「
正
法

」
と
、
九
行
目
の
「
□
□
論
第

□
帙
第
一
」
の
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
「
□
□
論
第
□
帙
第
一
」
に
関
し
て
は
、
注
文

Ａ
（
大
乗
）
の
、
こ
の
経
巻
の
記
載
箇
所
に
、
朱
に
よ
っ
て
「
可
加
甲
部
注
論
之
内
」

と
の
追
記
が
あ
る
の
で
、
本
来
、
甲
部
一
切
経
の
注
論
に
入
る
べ
き
も
の
の
混
入
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
甲
部
一
切
経
書
写
事
業
は
、
始
二
部
一
切
経
書
写
事
業
と

平
行
し
て
奉
写
一
切
経
司
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
た
事
業
で
あ
る
が
、
始
二
部
一
切

経
と
同
じ
経
緯
に
よ
っ
て
、
東
大
寺
の
奉
写
一
切
経
所
に
作
業
が
受
け
継
が
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い（
１０
）る

。
よ
っ
て
、
甲
部
一
切
経
に
属
す
る
「
□
□
論
第
□
帙

第
一
」
に
つ
い
て
、
始
二
部
一
切
経
の
目
録
で
あ
る
目
録
Ａ（
大
乗
）に
対
応
す
る
記
載

が
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
と
同
様
、
も
う
一
方
の
「
正
法

」
も
、

別
系
統
に
分
類
さ
れ
る
書
写
途
中
の
経
巻
に
つ
い
て
の
記
載
が
混
入
し
た
も
の
と
考
え

れ
ば
、
今
、
問
題
と
し
て
い
る
、
始
二
部
一
切
経
に
属
す
る
小
乗
経
の
、
正
法
念
処
経

第
二
帙
第
六
巻
に
対
応
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
注
文
Ａ
（
大
乗
）
が
如
何
に
作
成
さ
れ
た
の
か
、
考
え
て
み
た
い
。
先
述

の
と
お
り
、
注
文
Ａ
（
大
乗
）
に
は
、
目
録
Ａ
（
大
乗
）
で
書
写
途
中
と
さ
れ
る
経
巻

全
て
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
記
載
順
ま
で
一
致
し
て
い
る
の
だ
が
、
上
記
の
よ
う

に
、
別
の
事
業
の
経
巻
に
関
す
る
記
載
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
の
は
、
目

録
Ａ
（
大
乗
）
を
抄
出
す
る
だ
け
で
は
、
注
文
Ａ
（
大
乗
）
を
作
成
す
る
こ
と
は
で
き

（
二
五
）

（１４２）



な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
目
録
以
外
の
資
料
か
ら
こ
の
注
文
が
作
成
さ
れ
た

か
と
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
想
定
も
困
難
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
目
録
に
従
っ
て
整
理

さ
れ
て
い
た
書
写
途
中
の
経
巻
の
現
物
の
中
に
、
本
来
、
甲
部
一
切
経
注
論
や
、
始
二

部
一
切
経
の
小
乗
分
と
し
て
管
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
物
理
的
に
混
入
し
て
い
て
、
そ

の
実
物
を
確
認
し
な
が
ら
注
文
Ａ
（
大
乗
）
が
作
成
さ
れ
た
と
み
る
の
が
、
自
然
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

よ
っ
て
、
書
写
途
中
の
正
法
念
処
経
第
二
帙
第
六
巻
の
現
物
は
、
大
乗
経
論
の
ま
と

ま
り
の
中
に
混
入
し
て
い
た
た
め
に
、
本
来
、
そ
の
中
で
管
理
さ
れ
る
べ
き
書
写
途
中

の
小
乗
経
律
論
の
ま
と
ま
り
の
中
に
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
先
に
述
べ
た
、
注
文
Ｂ
（
小
乗
）
に
記
載
さ
れ
る
要
因
と
な
っ
た
問
題
な
の
で

あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
も
う
一
方
の
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
第
六
帙
第
一
巻
も
、
同

じ
く
書
写
途
中
の
小
乗
経
律
論
の
ま
と
ま
り
に
現
物
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
先

の
正
法
念
処
経
第
二
帙
第
六
巻
は
、
そ
の
後
、
大
乗
分
の
ま
と
ま
り
へ
の
混
入
が
明
ら

か
に
な
り
、
残
部
の
書
写
の
た
め
に
充
本
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
、
以
下
の
手
実
の
存

在
か
ら
判
明
す
る
（
二
十
―
４５６
）。

壬
生
廣
主
解

申
上
帙
事

六

合
受
紙
一
百
廿
二
張

正
用
百
二
張
之
中
西
司
所
寫
六
張

今
寫
九
十
六
張

返
上
廿
張

小
乗
正
法
念
處
経
第
二
帙
第
六
巻
廿
四
張
之
中
西
司
所
寫
六
張

今
寫
十
八
張

七
廿
一

八
廿

九
十
七
以
上
四
巻

者
入
先
布
施
文

十
廿可

入
今
布
施
文

宝
亀
四
年
二
月
十
五
日

勘
「
上
真
継
」

�
＊「
合
一
百
二
七
十
六
先
料
了

廿
六
未
料

」

そ
れ
に
対
し
、
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
第
六
帙
第
一
巻
に
関
し
て
は
、
目
録
Ｂ
（
小

乗
）
に
充
本
の
追
記
が
な
く
、
ま
た
、
手
実
も
な
い
。
目
録
に
「
見
…
」「
見
写
…
」
と

記
載
の
あ
る
経
巻
で
、
充
本
記
録
が
残
ら
な
い
の
は
、
唯
一
、
こ
の
阿
毘
達
磨
順
正
理

論
第
六
帙
第
一
巻
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
目
録
Ｂ
（
小
乗
）
の
該
当
箇
所
（
二

十
―
５３７
）
を
検
ず
る
と

阿
毘
達
磨
順
正
理
論
八
十
巻

（
中
略
）

�
六
帙
�
欠
一
第
一
＊「
見
寫
廿
」

＊「
見
九
」

（
後
略
）

と
あ
る
。
こ
の
記
載
か
ら
判
断
す
る
に
、
先
に
記
さ
れ
た
「
見
九
」
は
「
見
寫
廿
」
と

訂
正
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
始
二
部
一
切
経
書
写
事
業
の
奉
写
一
切

経
所
へ
の
移
管
が
決
ま
り
、
書
写
状
況
を
調
べ
て
目
録
Ｂ
（
小
乗
）
に
追
記
を
加
え
る

際
、
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
第
六
帙
第
一
巻
は
、
途
中
の
九
張
ま
で
し
か
書
写
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
「
見
九
」
と
追
記
し
た
が
、
再
度
確
認
し
た
際
に
は
、

一
巻
分
二
十
張
の
書
写
は
全
て
完
了
し
て
い
た
の
で
、
改
め
て
「
見
寫
廿
」
と
の
追
記

を
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
改
め
て
充
本
し
た
記
載
が
な
く
、
ま

た
、
残
部
を
書
写
し
た
際
の
手
実
も
残
っ
て
い
な
い
の
は
、
既
に
書
写
が
完
了
し
て
い

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
注
文
Ａ
（
大
乗
）
と
同
じ
く
、
書
写
途
中
の
経
巻
を
抜

（
二
六
）

（１４１）



き
書
き
し
た
注
文
を
作
成
し
よ
う
と
し
た
際
、
実
際
に
書
写
途
中
の
現
物
が
見
当
た
ら

ず
（
こ
の
時
点
で
は
書
写
が
完
了
し
て
い
た
の
で
、
完
成
し
た
経
巻
の
ま
と
ま
り
の
中

に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
）
、
ま
た
、
チ
ェ
ッ
ク
の
た
め
に
参
照
し
た
目
録
Ｂ
（
小
乗
）
に

は
「
見
寫
廿
」
と
記
さ
れ
て
い
た
た
め
、
書
写
途
中
、
か
つ
所
在
不
明
の
経
巻
と
し
て

注
文
Ｂ
（
小
乗
）
に
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

上
記
二
巻
を
書
き
上
げ
た
注
文
Ｂ
（
小
乗
）
が
作
成
さ
れ
た
背
景
に
は
、
以
上
の
よ

う
な
状
況
が
あ
っ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
経
緯
を
ま
と
め
れ
ば
、

次
の
よ
う
に
な
る
。

１

西
大
寺
か
ら
東
大
寺
の
奉
写
一
切
経
所
に
移
管
さ
れ
た
（
ま
た
は
、
移
管
す
る
予

定
で
あ
っ
た
）
書
写
途
中
の
経
巻
の
現
物
は
、
目
録
で
の
記
載
順
に
従
っ
て
、
大

乗
分
と
小
乗
分
と
で
別
々
に
管
理
さ
れ
て
い
た
。

２

し
か
し
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で
、
大
乗
分
の
ま
と
ま
り
の
中
に
、
甲
部
一
切
経
注

論
に
属
す
る
「
□
□
論
第
□
帙
第
一
」
と
、
始
二
部
一
切
経
の
小
乗
分
に
属
す
る

正
法
念
処
経
第
二
帙
第
六
巻
が
紛
れ
込
ん
で
い
て
、
こ
の
経
巻
群
の
原
状
に
従
っ

て
注
文
Ａ
（
大
乗
）
が
作
成
さ
れ
た
。

３

２
の
よ
う
な
状
況
の
た
め
、
小
乗
分
の
ま
と
ま
り
の
中
に
は
、
書
写
途
中
の
正
法

念
処
経
第
二
帙
第
六
巻
の
現
物
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
も
う
一
巻
の

阿
毘
達
磨
順
正
理
論
第
六
帙
第
一
巻
も
、
実
際
に
は
完
成
し
て
い
た
た
め
、
作
業

途
中
の
経
巻
の
中
に
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
時
点
で
、
点
検
（
そ
れ
は
、
現

存
は
し
な
い
が
、
注
文
Ａ
（
大
乗
）
に
対
応
す
る
よ
う
な
、
小
乗
分
の
書
写
の
中
途

に
あ
る
全
経
巻
を
書
き
上
げ
た
注
文
の
作
成
時
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
）
が
行

な
わ
れ
、
記
録
上
（
目
録
Ｂ
（
小
乗
）
に
よ
る
か
）
、
書
写
途
中
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
に
も
拘
ら
ず
、
現
物
の
見
当
た
ら
な
い
、
上
記
二
巻
の
所
在
が
問
題
と
な
り
、

こ
れ
を
、
抜
き
出
し
た
注
文
Ｂ
（
小
乗
）
が
作
成
さ
れ
た
。

な
お
、
注
文
Ｂ
（
小
乗
）、
す
な
わ
ち
本
断
片
の
一
次
利
用
面
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

「
願
彼
院
西
北
」
と
の
記
載
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
度
々
ふ
れ
て
き
た
、

始
二
部
一
切
経
関
係
の
二
つ
の
目
録
、
目
録
Ａ
（
大
乗
）
、
目
録
Ｂ
（
小
乗
）
に
、
天
平

勝
宝
年
間
の
外
嶋
院
等
か
ら
の
来
牒
の
継
文
が
二
次
利
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

よ
っ
て
、「
彼
院
」
が
外
嶋
院
を
指
す
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
特
に
、
目
録
Ｂ
（
小
乗
）

は
注
文
Ｂ
（
小
乗
）
作
成
の
際
の
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
高
く
、
両

者
が
同
じ
系
統
に
属
す
る
反
故
文
書
を
使
用
し
て
作
成
さ
れ
た
と
の
想
定
も
強
ち
誤
り図９ 第８号一次利用面（某状）

（
二
七
）

（１４０）



で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
一
次
文
書
自
体
の
欠
失
部
分
が
多
い
た
め
、
そ

れ
以
上
の
こ
と
は
不
明
で
あ（
１１
）る

。

Ｂ

造
石
山
寺
関
係
文
書

造
石
山
寺
所
作
物
帳
断
片

第
９
号

縦
四
・
七
、
横
六
・
一
の
小
紙
片
で
、
上
縁
は
本
来
の
状
態
を
残
す
。
天
平
宝
字
六

年
（
七
六
二
）
造
石
山
寺
所
作
物
帳
の
断
片
。
続
々
修
第
三
十
八
帙
巻
八
第
３
紙
（
十

五
―
４７６
）
上
縁
右
方
の
欠
落
部
に
繋
が
る
（
但
し
、
直
接
は
せ
ず
、
若
干
の
欠
失
部
分

あ
り
）。
当
該
箇
所
は
天
平
宝
字
六
年
八
月
二
十
六
日
の
記
載
の
一
部
で
あ
る
。
紙
背

（
一
次
利
用
面
）
は
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
三
月
大
仏
殿
廂
絵
画
師
等
毎
人
充
日

作
物
給
功
銭
帳
（
四
―
３５４
）
に
お
け
る
、
画
師
歴
名
部
の
記
載
の
一
部
。
横
押
界
が
四

本
残
り
（
第
一
界
線
は
上
縁
よ
り
〇
・
八
、
以
下
一
・
〇
間
隔
で
施
界
）
、
墨
書
は
第
三

界
線
に
あ
わ
せ
て
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。
接
合
し
た
部
分
の
記
載
も
含
め
て
釈
文
を

作
成
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
当
該
断
片
の
記
載
部
分
は
、
表
側
で
は

釈
文
一
行
目
「
右
常
」、
三
行
目
「
又
下
米
貮
斛
」、
四
行
目
「
右
」、
紙
背
で
は
「
大

宅
」
な
ど
の
文
字
で
あ
る
。

右
常
食
料
附
真
足

主
典
安
都
宿
祢

領
上
馬
養

又
下
米
貳
斛
白

右
□
寺
借
充
附
山
守
妻

（
紙
背
）

大
宅
廣
足

彩
色
花
卅
八
根

錢
一
百
九
十
文
以
五
文
充
花
一
根

Ｃ

宝
物
の
素
材
と
な
っ
た
反
故
文
書

Ⅰ

屏
風
縁
裂
裏
打

①
三
河
国
賑
給
関
係
文
書
断
片

第
１０
号

戸
主
物
部
黒
麻
呂
戸
口

年

縦
八
・
八
、
横
二
・
〇
の
断
片
。
紙
の
表
裏
全
体
に
�
が
固
着
し
て
お
り
、
墨
書
は

大
半
が
判
読
困
難
な
状
態
に
あ
る
。
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
に
よ
る
観
察
の
結
果
、
右

記
の
よ
う
な
記
載
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
横
墨
界
四
本
と
縦
墨
界
一
本
が
残
る

（
第
一
・
第
二
横
界
線
は
微
存
）
。
書
出
し
「
戸
主
」
は
第
三
界
線
を
基
準
と
し
て
書
き

始
め
ら
れ
て
お
り
、「
物
部
…
」
は
第
四
界
線
を
基
準
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
第
一
・

第
二
界
線
の
間
隔
は
一
・
三
、
第
二
・
第
三
界
線
の
間
隔
は
一
・
一
五
、
第
三
・
第
四

界
線
の
間
隔
は
一
・
三
五
で
あ
る
。
上
下
二
顆
の
朱
印
を
確
認
で
き
る
が
、
右
端
で
切

断
に
か
か
り
外
枠
の
み
残
る
。

「
戸
主
某
戸
口
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
点
、
次
の
行
に
は
細
字
右
行
に
年
齢
に
関
す

（
二
八
）

（１３９）



る
記
載
が
あ
り
、
戸
別
の
集
計
記
載
な
ど
で
は
な
く
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
と
推
測
で

き
る
点
、「
物
部
」
姓
で
あ
っ
て
カ
バ
ネ
名
が
付
さ
れ
て
い
な
い
点
、
界
線
の
用
い
方
、

文
字
の
大
き
さ
、
字
体
、
表
面
の
状
態
等
か
ら
判
断
し
て
、
続
々
修
第
四
十
七
帙
巻
四

第
１４
号
（
二
十
四
―
５４９
〜
５５０
）
と
し
て
貼
り
こ
ま
れ
た
断
片
と
一
連
の
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
続
々
修
第
四
十
七
帙
巻
四
第
１４
号
の
う
ち
、
五
番
目
の
断
片
に

残
る
朱
印
は
、「
参
河
国
印
」
の
一
部
に
一
致
す
る
と
の
推
定
が
な
さ
れ
て
お（
１２
）り

、
本
断

片
も
参
河
国
の
賑
給
関
係
文
書
の
一
部
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
１１
号

都
賣

縦
二
・
三
、
横
二
・
六
の
小
断
片
。
左
右
に
墨
界
が
残
る
。
界
幅
は
一
・
七
五
。
墨

書
の
大
き
さ
や
書
体
、
界
幅
等
か
ら
み
て
、
参
河
国
賑
給
関
係
文
書
の
一
部
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
。

②
阿
波
国
作
成
文
書
断
片

第
１２
号

□
伯
拾
参
屯
貳
□

〔
貳
〕
□
伯
肆
拾

二
断
片
よ
り
な
り
、「

□
佰
拾
」
と
の
墨
書
が
記
さ
れ
た
小
断
片
は
、
大
き
な

断
片
の
右
端
上
方
に
接
合
す
る
。
接
合
に
よ
り
、
右
記
の
釈
文
が
復
原
で
き
る
。
こ
れ

ら
を
併
せ
た
現
存
長
は
縦
八
・
一
、
横
三
・
二
（
右
端
は
切
断
に
か
か
る
（
墨
書
微

欠
））。
一
行
目
と
二
行
目
の
間
に
は
淡
墨
の
縦
界
線
一
本
が
み
え
る
。
ま
た
、
朱
印
二

顆
が
上
下
二
段
に
存
す
る
が
、
欠
損
部
に
か
か
り
部
分
的
に
し
か
残
ら
な
い
。
表
裏
と

も
�
が
付
着
し
て
い
る
が
、
特
に
紙
背
に
は
纐
纈
染
め
の
�
が
全
体
に
貼
り
付
い
て
い

る
。
反
故
と
な
っ
た
公
文
が
屏
風
縁
の
芯
に
利
用
さ
れ
て
残
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
断
簡
に
み
え
る
文
字
は
、
続
々
修
第
四
十
七
帙
巻
四
第
１４
号
の
１０
番
目
の
断
片
に
み

え
る
「
調
櫃
貳
合
」
と
の
墨
書
に
サ
イ
ズ
・
字
体
が
よ
く
似
る
。
こ
の
１０
番
目
の
断
片

に
は
朱
印
が
残
る
が
、
印
影
か
ら
阿
波
国
印
と
推
定
さ
れ
て
い（
１３
）る

。
恐
ら
く
、
本
断
片

も
阿
波
国
の
文
書
の
一
部
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

③
詳
細
不
明
公
文
断
片

第
１３
号

頴
分
頴
三
千
五
百
�
束
□
把

﹇
分
カ
﹈

□
残
頴
稲
一
万

（
紙
背
）

﹇
備
カ
﹈
□
部
阿
曽
比
賣

□
部
□
□
壹
□

現
存
長
は
縦
八
・
一
、
横
三
・
八
。
仮
に
表
と
し
た
側
に
は
、
淡
墨
の
縦
界
一
本
、

横
界
二
本
（
間
隔
一
・
三
）
が
残
存
す
る
。
一
行
目
は
細
字
双
行
で
あ
る
が
、
右
行
は

破
れ
に
か
か
り
、
ほ
と
ん
ど
判
読
不
能
で
あ
る
。
二
行
目
は
や
や
大
き
め
の
字
で
、
通

（
二
九
）

（１３８）



常
の
一
行
分
で
あ
ろ
う
。
こ
の
面
が
恐
ら
く
一
次
文
書
で
律
令
公
文
で
あ
ろ
う
が
、
印

が
捺
さ
れ
て
お
ら
ず
、
数
字
に
大
字
を
用
い
て
い
な
い
等
の
点
か
ら
、
略
式
の
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

第
１４
号

□
三
斛
八
斗
一
升

（
紙
背
）

□肆
斗

縦
一
〇
・
一
、
横
四
・
一
。
紙
片
の
下
縁
近
辺
か
ら
出
た
断
片
。
仮
に
表
と
し
た
面

に
は
、
淡
墨
縦
界
一
本
、
同
横
界
一
本
（
下
段
）
あ
り
。
下
段
界
線
は
下
縁
か
ら
一
・

三
の
位
置
に
あ
る
。
第
１３
号
と
同
じ
公
文
の
一
部
と
推
測
で
き
る
。

Ⅱ

鳥
毛
立
女
屏
風
下
貼

買
新
羅
物
解
断
片

第
１５
号

□
雜
香

貼
り
重
ね
ら
れ
た
並
厚
の
褐
色
紙
か
ら
な
る
断
片
。
現
存
長
は
縦
四
・
六
、
横
四
・

八
。
界
線
等
は
な
い
。
本
断
片
は
、
墨
書
を
見
る
限
り
、
北
倉
宝
物
・
鳥
毛
立
女
屏
風

（
北
倉
四
四
）
の
下
貼
で
あ
っ
た
買
新
羅
物
解
の
一
部
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
が
比
較
的

容
易
で
あ（
１４
）る

。
買
新
羅
物
解
は
、
購
入
を
申
請
す
る
品
目
名
と
共
に
、
そ
の
代
価
や
数

量
を
併
記
す
る
場
合
が
多
い
が
、
品
目
名
の
み
が
列
記
さ
れ
る
例
も
あ
り
、
本
断
片
も

そ
の
部
類
に
入
る
。

現
状
で
は
、
墨
書
の
記
さ
れ
た
楮
紙
（
（
ア
）
と
す
る
）
の
下
に
、
も
う
一
層
別
の
紙

（（
イ
）
と
す
る
）
が
確
認
で
き
、（
イ
）
の
露
出
し
た
面
（
現
状
の
紙
背
）
に
は
、
全

体
に
白
色
顔
料
が
塗
ら
れ
て
い
る
。
鳥
毛
立
女
屏
風
本
紙
に
も
全
面
に
白
土
の
地
塗
が

施
さ
れ
て
い
る
が
、（
イ
）
表
面
の
白
色
顔
料
は
、
現
状
の
鳥
毛
立
女
屏
風
表
面
の
白
土

と
比
較
す
る
と
、
若
干
塗
り
の
厚
み
が
薄
い
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
Ｘ
線

（
三
〇
）

図１０ 詳細不明公文断片
（第１３号）

図１１ 同右紙背

（１３７）



蛍
光
分
析
の
結
果
、
こ
の
白
色
顔
料
は
珪
素
を
含
有
し
、
鳥
毛
立
女
屏
風
本
紙
表
面
に

使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
白
土
の
部
類
に
入
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
鳥
毛
立
女
屏

風
は
確
認
可
能
な
だ
け
で
江
戸
時
代
以
来
数
回
の
修
理
を
受
け
て
お
り
、
修
理
箇
所
の

状
態
か
ら
上
記
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
て
い
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、（
イ
）
の
露
出
し
て
い
る
面
（
現
状
の
紙
背
）
に
は
、
下
縁
と
平
行
し
て
刀
子

の
類
に
よ
る
刃
物
痕
（
下
縁
ま
で
の
幅
は
三
・
三
）
が
存
す
。
ま
た
、
こ
の
刃
物
痕
の

下
縁
側
一
ミ
リ
程
下
の
白
色
顔
料
の
表
面
に
は
、
切
れ
目
に
平
行
し
て
二
重
の
墨
線
が

引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
墨
線
は
白
色
顔
料
の
上
に
の
み
見
え
、
そ
れ
が
剥
離
し
た
紙
の

部
分
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
鳥
毛
立
女
屏
風
本
紙
の
縁
の
、
内
側
数
セ
ン
チ
の
位
置
に

は
、
縁
に
平
行
し
て
墨
線
、
ヘ
ラ
痕
、
刃
物
痕
等
が
残
さ
れ
て
お
り
、
本
断
片
に
残
さ

れ
た
墨
線
・
刃
物
痕
の
状
態
と
一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
断
片
は
、
屏
風
画
面

の
縁
の
部
分
が
残
存
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
六
扇
残
る
鳥
毛
立
女

屏
風
の
う
ち
の
、
ど
の
屏
風
の
、
ど
の
箇
所
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、

未
詳
と
し
か
い
え
な
い
。

Ｄ

宝
物
管
理
・
出
納
関
係
文
書
断
片

Ⅰ

容
器
別
納
在
品
検
定
注
文
（
唐
櫃
蓋
表
貼
紙
）

第
１６
号

や
や
厚
手
の
楮
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
現
状
で
は
、
三
断
片
に
分
離
し
て
別
々
の

玻
璃
装
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
紙
質
・
墨
書
の
内
容
・
切
断
面
の
形
状
等
を
手
掛

か
り
に
、
紙
片
右
下
方
の
一
部
を
除
い
て
旧
状
を
復
原
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
結

果
、
縦
一
七
・
六
、
横
一
三
・
〇
の
一
紙
片
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
正
倉
院
に
残

る
古
代
の
文
書
・
帳
簿
と
し
て
使
用
さ
れ
た
一
般
的
な
紙
に
比
し
て
、
か
な
り
小
さ
め

の
も
の
で
あ
る
。
紙
の
左
右
端
に
は
継
目
剥
し
取
り
痕
等
は
み
ら
れ
ず
、
一
紙
も
の
と

し
て
伝
存
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
表
裏
と
も
墨
書
の
記
載
が
あ
る
が
、
接
合
後
に

復
原
で
き
る
釈
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

百
和
香

両
小

納
盆

沈
香
□
二
両
大

青
木
香
四
両

�
松
香
二
両
一
分
大

薫
陸
□

□
分

（
マ
マ
）
打
子
香
三
両
一
分
大

零
陵
香
□
分
大

百
檀
香
一
両
三
分
大

﹇
納
﹈

□

一
合
長
一
尺
二

寸

天
應
二
年
正
月
卅
日

（
紙
背
）

弘
仁
十
三
年
四
月
十
四
日
下
白
檀
香
捌
兩
小

�
松
香
参
兩
小
﹇
並
﹈

□
潅﹇
頂
﹈

□

□
﹇
行
﹈

□
所
下
如
件

以
弘
仁
十
四
年
五
月
六
日
下
薫
陸
壹
斤
大
同
行
法
所
下
如
件

正
倉
院
に
は
、
北
倉
に
収
蔵
さ
れ
た
宝
物
の
出
納
関
係
の
帳
簿
・
文
書
が
い
く
つ
か

残
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
紙
片
が
他
の
出
納
関
係
の
史
料
と
比
較
し
て
大
き
く
異
な
る

の
は
、
①
料
紙
の
寸
法
が
極
端
に
小
さ
い
、
②
二
次
利
用
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
二
点

で
あ
る
。
ま
た
、
表
の
墨
書
の
年
紀
は
天
応
二
年
（
七
八
二
）
で
、
紙
背
記
載
の
弘
仁

（
三
一
）

（１３６）



十
三
年（
八
二
二
）と
の
間
に
四
十
年
も
の
開
き
が
あ
る
。
二
次
利
用
さ
れ
る
ま
で
の
期

間
が
長
く
、
一
紙
片
が
独
立
し
て
四
十
年
間
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。

天
応
二
年
正
月
三
十
日
の
記
載
の
あ
る
面
、
弘
仁
十
三
・
十
四
年
の
記
載
の
あ
る
面

共
に
香
料
に
関
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
年
紀
か
ら
一
次
利
用
面
と
考
え
ら

れ
る
表
に
関
し
て
は
、
紙
面
全
体
を
利
用
し
て
香
料
名
と
重
量
が
記
さ
れ
て
い
る
。
末

尾
の
「﹇
納
﹈

□

一
合
長
一
尺
二

寸

」
は
、
寸
法
か
ら
判
断
し
て
、
こ
れ
ら
を
納
め
て

い
た
唐
櫃
に
関
す
る
記
載
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
行
目
の
「
納
盆

」
は
、
そ
の
上
に
記
載
さ
れ
た
百
和
香
を
収
納
し
て
い
た
盆
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ

も
あ
わ
せ
て
同
じ
唐
櫃
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
全
体
と
し
て
、
一

つ
の
唐
櫃
の
収
納
品
を
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

現
在
、
正
倉
院
の
中
倉
に
残
さ
れ
て
い
る
赤
漆
欟
木
小
櫃（
中
倉
二
五
）の
蓋
表
に
は
、

不
知
獻
者

銀
合
子
一
合

銀
�
一
口

居
�
柿
臺

八
曲
坏
二
口

十
曲
坏
二
口

銀
盤
一
口

居
�
柿
櫃

天
平
勝
宝
四
年
四
月
九
日

と
の
貼
紙
が
あ（
１５
）り

、
東
大
寺
盧
舎
那
仏
開
眼
会
に
際
し
て
献
納
さ
れ
た
品
々
を
保
管
し

た
櫃
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
最
終
行
の
「
居
�
柿
櫃
」
は
収
納
さ
れ
て
い
た
櫃

を
示
し
て
お
り
、
当
該
断
片
の
記
載
に
類
似
す
る
。
当
該
断
片
は
そ
の
サ
イ
ズ
か
ら
し

て
通
常
の
帳
簿
や
文
書
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
の
よ
う
な
貼
紙
の
一
種
で
あ
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
現
状
観
察
で
は
、
紙
背
側
に
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
が
糊
痕
と
判

断
で
き
る
痕
跡
も
観
察
で
き
、
こ
の
推
測
を
裏
付
け
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
紙
片
は
、

唐
櫃
の
表
面
に
貼
り
付
け
ら
れ
、
櫃
毎
に
納
在
品
を
示
す
ラ
ベ
ル
の
役
割
を
果
し
て
い

た
と
結
論
づ
け
て
よ
か
ろ
う
。
左
端
に
は
切
断
に
か
か
る
墨
勾
の
右
半
部
ら
し
き
痕
跡

が
み
え
る
が
、
別
の
収
納
容
器
の
ラ
ベ
ル
も
同
時
に
作
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆

す
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
紙
背
は
、
香
料
の
出
納
記
録
で
あ
る
。
弘
仁
十
三
年
の
記
載
が
二
行
あ
り
、

同
十
四
年
の
記
載
が
そ
れ
に
続
く
。
三
行
目
の
弘
仁
十
四
年
五
月
六
日
の
記
載
は
、
一

・
二
行
目
の
弘
仁
十
三
年
四
月
十
四
日
の
記
載
に
続
け
て
追
い
込
み
で
書
か
れ
て
い
る

が
、
字
体
・
字
の
大
き
さ
・
墨
色
・
書
記
法
等
を
比
べ
る
と
若
干
の
相
違
が
見
出
さ
れ
、

一
時
期
に
記
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
奥
に
約
四
・
五
セ
ン
チ
程
度

（
三
二
）

図１２ 容器別納在品検定注文（第１６号）

（１３５）



と
い
う
、
か
な
り
広
め
の
余
白
を
残
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
三
行
目
は
か
な
り
詰
め

て
記
さ
れ
て
お
り
、
後
の
追
記
を
想
定
し
て
の
こ
と
と
推
定
で
き
る
。
文
書
名
を
つ
け

る
と
す
れ
ば
、
容
器
別
納
在
品
出
納
注
文
と
で
も
な
ろ
う
か
。
こ
の
二
次
利
用
面
に
み

え
る
白
檀
香
、
�
松
香
、
薫
陸
は
、
す
べ
て
表
側
の
一
次
利
用
面
に
も
記
載
が
あ
る
。

表
と
の
関
連
を
考
え
れ
ば
、
唐
櫃
の
ラ
ベ
ル
と
し
て
機
能
し
て
い
た
紙
片
を
再
利
用
し

て
、
そ
の
中
か
ら
取
り
出
し
た
香
料
の
記
載
を
順
次
書
き
込
ん
で
い
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
た
だ
し
、
使
用
さ
れ
た
分
量
は
、
一
次
利
用
面
に
記
さ
れ
た
分
量
よ
り
多
く
、

一
次
利
用
面
で
香
料
の
収
納
が
確
認
さ
れ
た
後
に
、
同
種
の
香
料
が
追
納
さ
れ
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
追
納
の
時
点
で
は
一
次
利
用
面
が
ラ
ベ
ル
と
し
て
の
機
能
を
ま

だ
果
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
記
録
等
は
残
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
ラ
ベ
ル
の
付
さ
れ
た
唐
櫃
は
ど
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

延
暦
十
三
年
（
七
九
四
）
四
月
二
十
五
日
太
政
官
牒
（
東
南
院
文
書
第
一
櫃
第
七
巻
、

『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
十
八
・
東
南
院
文
書
之
一
―
２４２
〜
２４３
）
は
、
甘
草
・
大

黄
・
人
参
・
呵
梨
勒
・
檳
榔
子
等
を
大
納
言
藤
原
小
黒
麻
呂
へ
売
却
す
る
た
め
に
出
蔵

す
る
こ
と
を
命
じ
た
文
書
で
あ
る
が
、
北
倉
の
点
検
記
録
で
あ
る
弘
仁
二
年
（
八
一

一
）
勘
物
使
解
（
北
倉
一
六
四
、
二
十
五
附
―
７１
〜
８６
）
に
対
応
記
載
が
な
い
の
で
、

北
倉
以
外
の
収
納
施
設
に
収
め
ら
れ
て
い
た
薬
物
の
出
給
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
当
該
紙
片
の
記
載
も
北
倉
の
出
納
記
録
に
合
致
す
る
も
の
は
な
く
、
北
倉

以
外
の
収
納
場
所
を
想
定
し
た
方
が
よ
い
が
、
そ
れ
以
上
に
場
所
を
特
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。

一
方
、
北
倉
の
出
納
帳
簿
で
あ
る
、
双
倉
雑
物
下
帳
（
雑
物
出
入
帳
（
北
倉
一
七
二
、

二
十
五
附
―
５８
〜
７１
））
に
は
、
弘
仁
十
三
年
三
月
二
十
六
日
付
の
出
給
命
令
文
書
が

貼
り
継
が
れ
て
い
て
、
本
断
片
の
弘
仁
十
三
年
の
記
載
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ
る
。

（
前
略
）

弘
仁
十
三
年
三
月
廿
六
日
出

鏡
伍
面

雑
香
参
種

五
色
絞
糸
貳
條

（
中
略
）

淺
香
捌
斤
肆
兩
小

紫
鑛
捌
斤
肆
両
小

麝
香
玖
兩
貳
分
小

五
色
絞
糸
貳
條
各
長
三
丈

右
依
太
政
官
今
月
廿
日
牒
為
用
行
法
之
所
々

下
如
件

図１３ 第１６号二次利用面（容器別納在品出納注文）

（
三
三
）

（１３４）



三
綱寺

主
「
藥
上
」

都
維
那
「
存
崇
」

可
信
「
法
印
」

可
信
「
安
稱
」

勅
使従

四
位
上
左
近
衛
中
将
佐
伯
宿
祢「
長
継
」
小
監
物
正
七
位
下
柿
本
朝
臣「
安
□
」

（
後
略
）

ま
た
、
容
器
別
の
出
納
帳
簿
で
あ
る
、
御
物
納
目
散
帳
（
北
倉
一
七
三
、
二
十
五
附

―
８６
〜
９９
）
に
も
、

（
前
略
）

以
弘
仁
十
三
年
三
月
廿
六
日
下
麝
香
貳
兩
貳
分
小
陸
剤

紫
鑛
捌
斤
肆
兩
小

潅
頂
法
行
所
下
如
件

（
後
略
）

と
の
記
載
が
あ
っ
て
、
双
倉
雑
物
下
帳
の
記
載
と
対
応
し
て
い
る
。
紫
鉱
は
出
蔵
さ
れ

た
す
べ
て
が
こ
の
櫃
か
ら
取
り
出
さ
れ
て
い
る
が
、
麝
香
は
出
蔵
さ
れ
た
九
両
二
分
の

う
ち
の
二
両
二
分
の
み
で
、
残
り
は
別
の
櫃
の
も
の
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
該

紙
片
の
弘
仁
十
三
年
の
記
載
に
も
、「﹇
並
﹈

□
潅﹇
頂
﹈

□

□
﹇
行
﹈

□
所
下
如
件
」
と
あ
る
の
で
、
ほ
ぼ

同
時
期
に
、
い
く
つ
か
の
収
納
施
設
か
ら
「
灌
頂
法
行
」
の
た
め
に
、
香
薬
が
取
り
出

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
東
大
寺
要
録
』
諸
院
章
に
収
め
ら
れ
た
、
承
和
二
年

（
八
三
五
）
五
月
九
日
太
政
官
符
に
引
く
弘
仁
十
三
年
二
月
十
一
日
太
政
官
符
に

右
大
臣
宣
、
奉

勅
、
去
年
冬
雷
恐
有
疫
水
。
宜
令
空
海
法
師
於
東
大
寺
為
国
建

立
灌
頂
道
場
。
夏
中
及
三
長
斎
月
、
修
息
災
増
益
之
法
、
以
鎮
国
家
。

と
あ
り
、
灌
頂
道
場
と
し
て
の
東
大
寺
真
言
院
建
立
の
由
来
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
空

海
は
唐
か
ら
の
帰
朝
の
後
、
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
に
東
大
寺
別
当
に
就
任
し
、
弘
仁

十
三
年
に
い
た
っ
て
真
言
院
を
建
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
該
紙
片
の
弘
仁
十
三
年

の
記
載
を
含
め
た
上
記
の
出
蔵
記
録
は
、
こ
の
真
言
院
の
建
立
さ
れ
た
直
後
で
あ
り
、

恐
ら
く
同
所
で
初
め
て
行
な
わ
れ
た
灌
頂
儀
の
た
め
の
出
蔵
で
あ
っ
た
と
推
測
可
能
で

あ
る
。

容
器
別
の
出
納
帳
簿
で
あ
る
御
物
納
目
散
帳
に
つ
い
て
、
柳
雄
太
郎
氏
は
、
検
交
替

に
際
し
て
容
器
毎
に
現
物
と
帳
簿
記
載
を
対
照
さ
せ
る
際
に
用
い
る
も
の
で
、
管
理
責

任
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
役
割
を
持
つ
と
の
考
え
を
示
さ
れ
て
い（
１６
）る

。
本
断
片
に
も

恐
ら
く
対
応
す
る
容
器
別
出
納
帳
が
あ
っ
て
、
唐
櫃
自
体
に
附
属
さ
せ
た
こ
の
紙
片
の

記
載
と
の
照
合
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

Ⅱ

出
納
帳
断
片
？

第
１７
号

都
維
那

（
三
四
）

（１３３）



や
や
厚
手
の
褐
色
楮
紙
。
形
状
は
縦
長
（
縦
九
・
七
、
横
三
・
九
）
で
、
現
在
の
左

端
は
、
紙
本
来
の
紙
端
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
左
端
の
表
裏
と
も
、

糊
痕
等
は
見
出
せ
な
い
。
墨
書
に
つ
い
て
は
、
紙
の
奥
と
い
う
位
置
か
ら
判
断
し
て
、

都
維
那
僧
の
署
名
部
分
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
三
綱
の
署
名
が
存
す
る
文
書
と
い
う

こ
と
で
、
一
定
の
絞
り
込
み
が
可
能
で
あ
る
。
候
補
と
し
て
は
、
造
寺
司
政
所
に
対
す

る
経
巻
や
物
品
の
奉
請
文
、
荘
園
関
係
文
書
や
土
地
の
売
買
証
文
、
奴
婢
関
係
文
書
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
、
古
紙
帖
の
中
に
出
納
関
係
の
文
書
の
一
部
と
推
定
で
き
る
断

片
が
い
く
つ
か
あ
っ
て
、
料
紙
の
雰
囲
気
（
粗
繊
維
の
混
じ
り
具
合
い
等
）
が
よ
く
似

て
お
り
、
こ
れ
ら
と
一
連
の
文
書
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

Ｅ

宝
物
自
体
に
附
属
す
る
紙
片

Ⅰ

越
中
国
貢
進
調
綿
附
属
紙
箋
断
片

第
１８
号
（
墨
付
き
な
し
。
朱
印
の
印
影
の
み
）

縦
七
・
一
、
横
三
・
二
の
、
や
や
褐
色
を
帯
び
た
楮
紙
。
天
地
と
右
辺
は
破
れ
に
か

か
り
、
左
端
は
切
断
さ
れ
て
い
る
。
墨
痕
は
一
切
付
い
て
お
ら
ず
、
二
つ
の
朱
印
の
一

部
ず
つ
が
残
る
（
一
方
は
外
枠
の
一
部
が
約
一
セ
ン
チ
程
度
の
幅
で
残
る
の
み
）。
墨

書
を
根
拠
と
し
て
紙
の
天
地
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
紙
の
天
地
は
朱
印

の
印
影
か
ら
判
断
す
る
し
か
な
い
。
二
つ
の
朱
印
の
う
ち
、
よ
り
残
り
の
よ
い
朱
印
は
、

一
つ
の
角
を
挟
ん
だ
、
外
枠
の
二
辺
の
一
部
と
、
一
文
字
の
一
部
が
残
る
。
印
影
か
ら

判
断
す
る
に
、
こ
の
一
文

字
は
「
印
」
の
左
下
方
部

分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
断
片

の
天
地
は
、
資
料
写
真
と

し
て
図
１４
に
提
示
し
た
方

向
と
な
る
。
紙
質
・
印
影
そ
の
他
か
ら
判
断
し
て
、
越
中
国
か
ら
貢
進
さ
れ
た
調
綿
に

附
属
す
る
紙
箋
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
紙
箋
は
、
続
々
修
第
四

十
六
帙
巻
七
に
二
点
（
三
―
５８７
）、
東
南
院
文
書
第
三
櫃
第
三
十
一
巻
に
一
点
（『
大
日

本
古
文
書
』
家
わ
け
第
十
八
・
東
南
院
文
書
之
二
―
３２６
）、
古
紙
帖
五
二
三
（
中
倉
二
〇

二
、
第
八
二
号
櫃
）
に
一
点
、
軸
装
七
九
（
中
倉
二
〇
二
、
第
八
四
号
櫃
）
に
一
点
、

計
五
点
と
、
様
々
な
場
所
に
分
散
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
か
ら
、
当
該
断
片

と
接
合
す
る
も
の
を
捜
し
た
と
こ
ろ
、
杉
本
一
樹
氏
の
ご
教
示
に
よ
り
、
か
つ
て
同
氏

が
印
影
の
観
察
結
果
か
ら
、『
大
日
本
古
文
書
』
が
「
日
向
国
計
帳
」
と
す
る
の
は
誤
り

で
、
越
中
国
の
紙
箋
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
れ
た
、
軸
装
七
九
―
５
（
二
十
四
―
１７
）

が
候
補
と
し
て
挙
が
っ（
１７
）た
。
杉
本
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
断
片
の
よ
う
に
見
え

る
軸
装
七
九
―
５
は
、
実
際
に
は
二
片
に
分
離
し
て
い
る
が
、
二
片
の
間
が
上
下
に
約

七
ミ
リ
広
が
る
形
で
接
し
て
台
紙
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
誤
差
を
修
正
す
る

と
、
当
該
断
片
は
軸
装
七
九
―
５
の
上
縁
左
方
に
繋
が
り
、
接
合
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

図１４ 越中国貢進調綿附属
紙箋断片（第１８号）

（
三
五
）

（１３２）



Ⅱ

気
多
命
婦
献
納
品
附
属
紙
箋
断
片

第
１９
号

（
マ
マ
）

依
氣
多
命
婦
宣
可
奉
着
仏
座
前
「
皇
大
后

」

縦
一
一
・
七
、
横
二
・
五
の
断
片
。
左
右
端
お
よ
び
上
縁
は
本
来
の
も
の
で
、
下
方

は
破
れ
に
か
か
る
。
縦
長
の
紙
箋
で
、
上
部
が
や
や
幅
広
の
形
状
と
な
っ
て
い
る
。
墨

書
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
献
物
に
附
属
し
て
い
た
紙
箋
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
下

（
マ
マ
）

方
に
別
筆
で
記
さ
れ
た
「
皇
大
后

」
は
光
明
皇
太
后
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
気

多
命
婦
の
宣
は
光
明
皇
太
后
の
御
願
を
受
け
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ（
１８
）る

。
正
倉
院
に
は

他
に
「
氣
多
十
千
代
献
」（
縦
二
七
・
五
、
横
二
・
七
）
と
の
紙
箋
が
残
さ
れ
て
お
り

（
南
一
七
八

器
物
残
材
雑
塵
）、
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
「
氣
多
十

千
代
献
」
と
の
紙
箋
と
一
括
し
て
残
る
紙
箋
に
「
紫
石
遍
珠

四
顆
」（
縦
一
五
・
八
、

横
二
・
八
）
、「
和
香
五
両
一
分
大

十
裹
」（
縦
二
九
・
三
、
横
四
・
四
）
の
二
点
が
あ

り
、
気
多
十
千
代
の
献
物
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
と
当
該
断
片
と
の
関

係
は
不
詳
で
あ
る
。

『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
気
多
十
千
代
は
天
平
十
七
年
（
七
四
五
）
正
月
七
日
、

外
従
五
位
下
と
な
り
、
同
十
九
年
（
七
四
七
）
十
月
十
三
日
気
太
君
姓
を
賜
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
五
月
三
日
に
は
従
五
位
上
か
ら
正
五
位
上
に
昇

叙
さ
れ
て
い（
１９
）る
。
そ
の
活
動
と
し
て
は
、
続
修
後
集
巻
二
十
三
所
収
の
経
巻
納
櫃
帳

（
七
―
２１７
）
よ
り
、
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
八
月
十
三
日
、「
華
厳
経
六
十
巻
又
五
十

巻
」
を
宮
中
で
借
り
受
け
る
際
に
宣
を
出
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
ま
た
、
天
平
勝

宝
五
年
（
七
五
三
）
九
月
に
は
、
気
多
命
婦
の
宣
に
よ
る
理
趣
経
の
書
写
が
行
な
わ
れ

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
三
―
６０２
、
十
二
―
３４１
）。
天
平
勝
宝
七
歳
（
七
五
五
）
に
は

図
書
寮
経
の
大
宝
積
経
一
部
百
二
十
巻
を
勘
経
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
借
り
受
け
る
際
に

も
宣
を
出
し
て
お
り
（
十
三
―
１７２
）、
内
裏
に
お
け
る
写
経
事
業
に
盛
ん
に
関
与
し
て

い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

Ⅲ

八
角
鏡
附
属
紙
箋
断
片

第
２０
号

八
角
鏡
一
面
重

斤
八
兩
径
二
尺
一
寸
七

獸
花
背

緋
�
帶
八
角
榲
�
盛

北
倉
四
二

八
角
鏡
鳥
獣
花
背
第
一
号
（
径
六
四
・
五
、
縁
厚
一
・
九
、
重
三
三
・

六
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
に
附
属
し
て
い
た
紙
箋
。
現
在
は
三
断
片
に
分
離
し
て
い
る
が
、
下

方
の
二
断
片
は
紙
背
に
カ
ス
ガ
イ
を
入
れ
て
接
合
さ
れ
て
い（
２０
）る
。
一
番
上
の
断
片
は
縦

五
・
九
、
横
三
・
〇
、
残
り
の
二
つ
の
断
片
は
あ
わ
せ
た
状
態
で
縦
一
五
・
五
、
横
三

・
〇
で
あ
る
。『
国
家
珍
宝
帳
』
に
お
い
て
、「
御
鏡
貳
拾
面
」
と
し
て
記
さ
れ
た
献
納

品
の
う
ち
、「
八
角
鏡
一
面
重
大
�
八
斤
八
両
径
二
尺
一
寸
七
分

鳥
獣
花
背

緋
�
帯

八
角
榲
匣
盛

」
と
し
て
冒
頭

（
三
六
）

図１５ 気多命婦献納品
附属紙箋断片
（第１９号）

（１３１）



に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
紙
箋
は
、「
匣
」
と
「
�
」
等
、
用
字
上
の
相
違
を

除
け
ば
、『
国
家
珍
宝
帳
』
の
記
載
と
全
く
同
内
容
で
あ
る
。『
国
家
珍
宝
帳
』
所
載
の

鏡
に
は
基
本
的
に
同
様
の
紙
箋
が
附
属
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
下
方
に
切
り
込
み
を

入
れ
て
二
又
に
し
、
鏡
の
紐
に
結
び
付
け
て
整
理
に
利
用
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
当
該
紙
箋
も
他
の
例
同
様
、
二
又
の
切
り
込
み
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
痕
跡
が
あ
り
、

二
又
に
分
か
れ
た
左
方
の
部
分
が
欠
失
し
た
状
態
で
あ
る
。

Ⅳ

人
名
の
み
の
紙
片

第
２１
号

巫
部
鎌
取
□

小
さ
い
紙
箋
状
の
断
片
。
現
存
長
は
縦
五
・
三
、
横
一
・
七
で
あ
る
。「
巫
部
鎌
取
」

と
い
う
人
物
名
の
み
が
読
み
取
れ
る
。
上
縁
・
左
右
端
は
本
来
の
紙
端
の
状
態
を
保
つ
。

下
縁
は
欠
失
に
か
か
り
本
来
の
縦
寸
は
不
詳
で
あ
る
が
、
同
様
に
人
物
名
の
み
を
記
し

た
小
さ
な
紙
箋
が
正
倉
院
に
は
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
お
り
、
本
断
片
に
つ
い
て
考
え
る

場
合
の
参
考
に
な
る
。
古
紙
帖
五
二
三
―
１６
（
中
倉
二
〇
二
、
第
八
二
号
櫃
）
に
は
、

人
名
の
み
記
し
た
紙
箋
が
二
枚
、
台
紙
に
貼
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
「
大
石

諸
上
」
と
記
す
、
縦
五
・
一
、
横
一
・
四
の
小
断
片
は
、
上
縁
の
一
部
が
若
干
欠
失
す

る
の
み
で
、
本
来
の
紙
端
が
よ
く
残
っ
て
い（
２１
）る

。
も
と
も
と
こ
の
大
き
さ
の
紙
片
で
あ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
当
該
断
片
も
当
初
か
ら
こ
の
サ
イ
ズ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高

い
。
さ
ら
に
、
幡
類
残
欠
第
一
三
三
号
（
南
倉
一
八
五
、
第
一
二
六
号
櫃
）
に
は
、
幡

頭
表
側
の
舌
の
下
に
「
曰
佐
嶋
主
」
と
の
人
名
の
み
を
記
し
た
紙
箋
が
一
枚
挟
ま
れ
て

い
て
、
こ
の
幡
自
体
と
の
関
連
性
が
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
該
断
片
も
献

納
者
等
を
表
示
す
る
紙
箋
と
し
て
宝
物
に
附
属
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

さ
て
、「
巫
部
鎌
取
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
四
年
五
月
二

十
一
日
丙
寅
条
に
「
免
官
奴
鎌
取
…
鎌
取
賜
巫
部
宿
禰
」
と
あ
り
、
同
一
人
と
思
わ
れ

る
。
放
賤
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
時
期
は
東
大
寺
盧
舎
那
仏
開
眼
会
の
約

一
ヶ
月
後
に
あ
た
っ
て
お
り
、
な
ん
ら
か
の
関
連
性
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ

る
。
こ
の
紙
箋
自
体
に
は
「
巫
部
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
点
以
前
に
遡
る

も
の
で
は
な
い
。

Ⅴ

詳
細
不
明
紙
片

第
２２
号

无
和
一
口

縦
一
〇
・
二
、
横
五
・
四
〜
五
・
九
の
紙
片
。
左
右
端
は
切
断
に
か
か
り
、
本
来
の

紙
端
の
状
態
を
部
分
的
に
保
つ
。
全
体
に
わ
た
り
、
や
や
濃
い
褐
色
を
帯
び
る
。
薄
い

墨
で
大
ぶ
り
の
文
字
が
記
さ
れ
る
が
、
墨
書
の
左
右
に
は
折
れ
筋
が
一
本
ず
つ
存
す
る
。

図１６ 八角鏡附属
紙箋断片
（第２０号）

（
三
七
）

（１３０）



墨
書
が
折
れ
目
で
か
す
れ
て
い
る

の
で
、
文
字
を
記
す
前
に
折
ら
れ

た
も
の
か
。
形
状
等
か
ら
判
断
す

る
に
、
宝
物
に
附
属
し
て
い
た
紙

箋
の
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不

明
で
あ
る
。
墨
書
「
无
」
と
「
和
」

の
間
は
や
や
間
隔
が
開
い
て
い
る
。「
和
」
は
具
体
的
な
器
物
の
名
称
と
い
う
よ
り
も
、

保
管
・
分
類
の
た
め
記
号
的
に
付
さ
れ
た
文
字
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
佐
波
理

皿
（
南
倉
四
六
）
や
佐
波
理
加
盤
（
南
倉
四
七
）
に
は
、
内
底
な
い
し
外
底
に
、
一
文

字
〜
数
文
字
の
墨
書
や
針
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
佐
波
理
皿
四
三
号
―
９
の
よ

う
に
、
外
底
に
針
書
で
「
和
」
と
記
さ
れ
た
例
も
あ
る
。
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な

い
が
、
本
断
片
の
「
和
」
も
、
こ
の
よ
う
な
物
品
を
指
し
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

Ｆ

東
大
寺
盧
舎
那
仏
開
眼
供
養
供
奉
僧
名
帳
断
片

塵
芥
巻
二
十
九
、
雑
貼
一
〜
三
に
ま
と
め
ら
れ
た
断
簡
、
及
び
蝋
燭
文
書
は
、
東
大

寺
盧
舎
那
仏
開
眼
会
に
参
加
し
た
僧
の
名
を
連
ね
た
、
東
大
寺
盧
舎
那
仏
開
眼
供
養
供

奉
僧
名
帳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
二
十

（
２２
）

五
―
３７３
〜
３８７
）。
玻
璃
装
に
整
理
さ
れ

た
断
片
に
も
、
そ
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
数
点
含
ま
れ
て
い
る
が
、
玻
璃
装
断

片
ど
う
し
で
接
合
す
る
も
の
は
な
く
、
ま
た
上
記
の
塵
芥
文
書
に
整
理
さ
れ
た
断
片
と

も
接
合
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
湿
気
に
よ
る
墨
書
の
移
り
等
も
み
ら
れ

ず
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
旧
状
を
推
測
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

第
２３
号
（
図
１８
�
）

□
暁

等
□

敏
□

浄
叡

憬
信

正
□

妙
憬

施﹇
鏡
﹈

□

縦
一
三
・
四
、
横
八
・
五
の
、
玻
璃
装
に
整
理
さ
れ
た
中
で
は
最
も
大
き
な
断
片
で

あ
る
。
界
線
と
し
て
は
、
上
段
墨
界
線
一
本
（
上
縁
よ
り
二
・
三
）
縦
墨
界
四
本
（
界

幅
二
・
二
）
が
み
え
る
。
僧
名
帳
は
開
眼
会
に
参
列
し
た
僧
の
名
を
六
段
に
わ
た
っ
て

書
き
あ
げ
た
帳
簿
で
あ
る
が
、
本
断
片
は
上
段
界
線
の
存
在
に
よ
り
、
一
段
目
か
ら
三

（
三
八
）

図１７ 詳細不明紙片（第２２号）

図１８ 東大寺盧舎那仏開眼供養供奉僧名帳断片
（第２３～２７号）
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段
目
ま
で
の
記
載
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
全
体
的
に
黒
ず
ん
で
お
り
、
ま
た
、
傷
み

・
染
み
が
顕
著
で
あ
る
。

第
２４
号
（
図
１８
�
）

義
慶

道
□

縦
五
・
四
、
横
二
・
三
の
断
片
。
左
方
に
墨
界
線
が
一
本
み
え
る
。
紙
の
傷
み
具
合
、

染
み
の
程
度
等
、
第
２３
号
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。
両
断
片
は
か
な
り
近
接
し
た
位

置
か
ら
出
た
も
の
と
推
測
可
能
で
あ
る
。

第
２５
号
（
図
１８
�
）

﹇
圓
カ
﹈

□
□

縦
四
・
五
、
横
二
・
三
の
断
片
。
墨
書
の
左
方
に
縦
墨
界
線
一
本
が
み
え
る
。
紙
の

コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
第
２３
・
２４
号
ほ
ど
の
傷
み
は
み
ら
れ
な
い
が
、
幾
分
劣

化
し
て
い
る
。

第
２６
号
（
図
１８
�
）

□
□

□
□

玄
曜

縦
四
・
四
、
横
二
・
九
の
断
片
。
墨
書
二
行
の
間
に
縦
墨
界
線
一
本
が
み
え
る
。
第

２３
〜
２５
号
と
比
べ
る
と
紙
自
体
に
は
染
み
や
劣
化
が
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。

第
２７
号
（
図
１８
�
）

□
□

愧
□

﹇
等
カ
﹈

□
□

縦
三
・
一
、
横
三
・
七
の
断
片
。
墨
書
二
行
の
間
に
縦
墨
界
線
一
本
が
み
え
る
。
紙

の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
は
第
２６
号
に
よ
く
似
て
い
る
。

Ｇ

経
巻
断
片

玻
璃
装
に
は
、
文
書
の
他
に
経
巻
の
断
片
も
多
数
収
め
ら
れ
て
い
る
。
残
存
す
る
墨

書
か
ら
経
巻
名
を
絞
り
込
ん
だ
結
果
、
瑜
伽
師
地
論
巻
十
二
と
巻
六
十
九
か
ら
出
た
断

片
の
多
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
正
倉
院
は
、
東
大
寺
の
塔
頭
で
あ
っ
た
尊
勝
院
の
経
蔵

・
聖
語
蔵
に
伝
来
し
た
約
五
千
巻
の
経
巻
を
現
蔵
し
て
い
る
が
、
そ
の
第
三
類
天
平
十

二
年
御
願
経
第
７７
号
に
八
十
巻
、
第
六
類
乙
種
写
経
第
２３４
号
に
一
巻
（
巻
三
十
一
）
、
あ

わ
せ
て
二
種
の
瑜
伽
師
地
論
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
料
紙
の
質
、
墨
書
の
特
徴

な
ど
を
比
較
す
る
と
、
玻
璃
装
に
収
め
ら
れ
た
瑜
伽
師
地
論
の
断
片
が
こ
れ
ら
の
僚
巻

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
低
い
。
ま
た
、
玻
璃
装
の
巻
十
二
と
巻
六
十
九

ど
う
し
に
つ
い
て
も
料
紙
の
色
が
異
な
る
と
い
っ
た
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
巻
六
十
九

は
湿
損
が
著
し
い
の
で
、
変
色
の
可
能
性
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
両
者
の
関
係

（
三
九
）

（１２８）



に
つ
い
て
現
状
で
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
。

Ⅰ

瑜
伽
師
地
論
巻
十
二

瑜
伽
師
地
論
巻
十
二
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
断
片
が
三
点
あ
る
。
料
紙
は

褐
色
紙
で
、
界
線
等
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
三
点
の
う
ち
二
片
は
接
合
し
、
も
う
一

片
も
比
較
的
近
接
し
た
位
置
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
大
正
新
修
大
蔵
経
の
当

該
経
巻
を
参
考
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
か
る
。
な
お
、
古
紙
帖
五
七
七
―
１１
（
中
倉

二
〇
二
、
第
八
三
号
櫃
）
に
も
、
同
じ
経
巻
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
断
片
が
数
枚
貼
り

込
ま
れ
て
い
る
。

第
２８
号
（
図
１９
�
）

不
壊

相
界

□
□

縦
二
・
〇
、
横
五
・
七
の
断
片
。
第
２９
号
と
は
直
接
し
な
い
が
、
大
正
新
修
大
蔵
経

の
当
該
経
巻
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
参
考
に
す
る
と
、
第
２９
号
の
直
前
部
分
か
ら
出
た
断

片
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

第
２９
号
（
図
１９
�
）

大
小
二
つ
の
紙
片
の
接
合
を
確
認
し
た
が
、
あ
わ
せ
て
寸
法
は
縦
九
・
八
、
横
一
〇

・
六
と
な
っ
た
。
界
線
等
は
み
ら
れ
な
い
。
本
来
の
上
縁
が
部
分
的
に
残
る
が
、
上
欄

の
幅
は
五
・
一
と
、
か
な
り
広
め
で
あ
る
。
可
能
性
と
し
て
は
、
天
地
を
化
粧
裁
す
る

前
の
段
階
で
棄
て
ら
れ
た
破
紙
と
も
考
え
ら
れ
る
。
釈
文
は
以
下
の
よ
う
に
復
原
で
き

る
。

□

□

應
□
了
故

名
説
了

觀
之
為

名
无
願
觀

此
中
先
説

□
□

（
四
〇
）

図１９ 瑜伽師地論巻１２（第２８・２９号）
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Ⅱ

瑜
伽
師
地
論
巻
六
十
九

瑜
伽
師
地
論
巻
六
十
九
か
ら
出
た
断
片
は
、
経
巻
が
巻
か
れ
た
状
態
で
損
壊
し
、
分

離
紙
片
は
幾
重
に
も
層
を
な
し
て
固
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
一
部
は
分
離
し

た
（
も
し
く
は
分
離
さ
れ
た
）
状
態
で
、
一
部
は
幾
層
か
の
重
な
り
を
な
し
た
ま
ま
、

玻
璃
装
に
整
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
左
軸
で
右
方
向
に
巻
か
れ
て
い
た
の
で
、
復
原
す

る
際
に
は
、
上
に
重
な
っ
て
い
る
断
片
が
左
側
に
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
断
片
の
形

状
、
墨
書
の
移
り
等
の
観
察
に
よ
っ
て
、
配
列
と
し
て
は
以
下
の
第
３０
号
、
３１
号
、
３２

号
…
の
順
に
左
方
向
に
並
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
数
枚
重
な
っ
た
断
片

群
に
関
し
て
は
、
下
か
ら
順
に
（
ア
）、（
イ
）、（
ウ
）
…
と
の
符
号
を
付
し
、
旧
状
で

の
配
置
順
に
表
示
し
た
。
な
お
、
以
下
に
示
す
寸
法
は
固
着
し
た
状
態
で
の
最
大
値
を

示
す
も
の
で
、
個
々
の
断
片
は
そ
れ
よ
り
小
さ
い
も
の
も
あ
る
。

第
３０
号
（
図
２０
�
）

（
ア
）
智畏

□

（
イ
）
前

（
ウ
）
智佛

法
智

墨
付
き
の
紙
が
三
枚
重
な
っ
た
状
態
で
存
す
。
淡
褐
色
の
紙
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

界
線
は
み
ら
れ
な
い
（
以
下
の
断
片
、
す
べ
て
同
様
）。
現
存
長
は
、
縦
三
・
五
、
横
二

・
二
。
玻
璃
装
に
さ
れ
た
瑜
伽
師
地
論
巻
六
十
九
由
来
の
断
片
の
中
で
は
、
最
も
冒
頭

に
近
い
断
片
で
あ
る
。

第
３１
号
（
図
２０
�
）

（
ア
）
□
廣
説

（
イ
）
増
□

□
攝

墨
付
き
の
紙
が
二
枚
重
な
っ
て
い
る
。
現
存
長
は
、
縦
三
・
六
、
横
二
・
二
。（
ア
）

の
紙
背
に
は
「
佛
」
の
墨
書
が
移
っ
て
い
る
が
、
第
３０
号
（
ウ
）
の
墨
書
と
合
致
し
、

第
３０
号
の
上
に
、
第
３１
号
が
重
な
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

図２０ 瑜伽師地論巻６９（第３０～４０号）
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第
３２
号
（
図
２０
�
）

（
ア
）
□
総
攝

（
イ
）
□

現
存
長
は
、
縦
三
・
九
、
横
二
・
〇
で
、
二
紙
が
重
な
っ
て
固
着
し
た
状
態
で
あ
る
。

（
イ
）
の
左
方
に
は
墨
書
の
痕
跡
ら
し
き
も
の
が
み
え
る
。（
ア
）
の
紙
背
に
は
「
□
攝

為
□
」
と
の
墨
書
が
逆
文
字
で
移
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
第
３１
号
に
由
来
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
第
３１
号
の
上
に
第
３２
号
が
重
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

第
３３
号
（
図
２０
�
）

□
遇
□

現
存
長
は
、
縦
三
・
七
、
横
二
・
一
。
紙
背
に
「
□
此
□
」
と
の
墨
書
が
逆
文
字
で

付
着
し
て
い
る
。
大
正
新
修
大
蔵
経
の
当
該
経
巻
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
参
考
に
す
る
と
、

第
３３
号
の
前
に
は
第
３２
号
を
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
第
３２
号
と
の
間
に
二
片
程
度

遺
失
し
た
断
片
が
存
す
る
こ
と
も
分
か
る
。

第
３４
号
（
図
２０
�
）

□
□
知
他

紙
背
に
「
遇
□
」
と
の
墨
書
が
逆
文
字
で
付
着
し
て
い
る
。
第
３３
号
の
墨
書
が
移
っ

た
も
の
で
あ
り
、
第
３３
号
の
上
に
第
３４
号
が
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

第
３５
号
（
図
２０
�
）

倶
分
□

現
存
長
は
、
縦
二
・
九
、
横
二
・
〇
の
断
片
。
墨
書
の
移
り
等
は
み
ら
れ
な
い
が
、

テ
キ
ス
ト
を
参
考
に
す
れ
ば
、
も
と
は
第
３４
号
の
上
に
位
置
し
て
い
た
断
片
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

第
３６
号
（
図
２０
�
）

□
故
今
者

表
面
に
は
相
剥
ぎ
状
態
に
な
っ
た
時
に
付
着
し
た
と
み
ら
れ
る
薄
い
紙
の
繊
維
が
被

っ
て
い
る
。
ま
た
、
紙
背
に
は
「
倶
分
解
□
」
と
い
う
墨
書
が
逆
文
字
で
移
っ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
第
３５
号
に
由
来
す
る
も
の
で
、
第
３５
号
の
上
に
第
３６
号
が
位
置
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
紙
背
の
上
方
に
は
幾
重
に
も
紙
の
断
片
が
付
着
し
て
い
る
が
、
判
読

は
不
能
で
あ
る
。

第
３７
号
（
図
２０
�
）

（
ア
）
□
法
受
□

（
イ
）
一

（
ウ
）
切
靜
慮

（
四
二
）

（１２５）



現
存
長
は
、
縦
六
・
三
、
横
二
・
二
。
七
〜
八
枚
程
度
の
断
片
が
重
な
っ
た
ま
ま
固

着
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
表
面
に
露
出
し
た
断
片
（
イ
）・
（
ウ
）と
、
赤
外
線
テ
レ

ビ
カ
メ
ラ
等
に
よ
る
観
察
で
判
読
で
き
た
断
片
（
ア
）
に
つ
い
て
釈
文
を
示
し
た
。
テ

キ
ス
ト
を
参
考
に
す
る
と
、
第
３６
号
の
上
に
第
３７
号
の
一
番
下
の
断
片
が
位
置
し
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。

第
３８
号
（
図
２０
�
）

﹇
非
毘
カ
﹈

□
□

現
存
長
は
、
縦
四
・
〇
、
横
二
・
〇
。
残
画
か
ら
「
非
毘
」
の
文
字
が
読
み
取
れ
、

テ
キ
ス
ト
を
参
考
に
す
る
と
、
第
３７
号
の
一
番
上
の
紙
片
の
上
に
重
な
っ
て
い
た
断
片

で
あ
る
こ
と
が
推
測
可
能
で
あ
る
。

第
３９
号
（
図
２０
�
）

无
漏
智

現
存
長
は
、
縦
三
・
九
、
横
一
・
八
。
テ
キ
ス
ト
を
参
考
に
す
る
と
、
第
３８
号
の
上

に
第
３９
号
が
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
可
能
で
あ
る
。

第
４０
号
（
図
２０
�
）

□
善

□
□
聞
思
□

現
存
長
は
、
縦
五
・
二
、
横
二
・
一
。
テ
キ
ス
ト
を
参
考
に
す
る
と
、
第
３９
号
の
上

に
第
４０
号
が
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
可
能
で
あ
る
。

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
今
回
考
察
対
象
と
し
た
の
は
、「
玻
璃
装
文
書
断
片
」
と
銘

打
っ
て
は
い
る
が
、
整
理
過
程
で
発
見
さ
れ
た
断
片
を
一
括
し
た
だ
け
で
あ
る
の
で
、

内
容
的
な
連
関
性
は
薄
い
。
よ
っ
て
、
本
稿
も
個
別
断
簡
に
つ
い
て
の
検
討
結
果
の
集

成
に
過
ぎ
ず
、
全
体
と
し
て
は
散
漫
な
印
象
が
残
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
細
か
い
断
片
の
接
合
や
内
容
に
つ
い
て
の
検
討
の
積
み
重
ね
が
、
正

倉
院
宝
物
や
正
倉
院
文
書
の
研
究
に
厚
み
を
加
え
て
い
く
も
の
と
考
え
る
。
今
後
も
、

様
々
な
形
で
整
理
さ
れ
た
文
書
の
断
簡
に
関
す
る
考
察
を
更
に
進
め
、
時
機
を
み
て
紹

介
し
た
い
と
思
う
。

注
（
１
）
以
下
、
文
書
整
理
過
程
の
理
解
に
関
し
て
は
、
西
洋
子
『
正
倉
院
文
書
整
理
過
程
の

研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
）
に
基
づ
く
。

（
２
）
東
京
国
立
博
物
館
・
館
史
資
料
一
〇
五
二
。

（
３
）
続
々
修
文
書
に
は
、
成
巻
前
の
、
仮
編
成
の
段
階
で
の
所
属
を
示
す
付
箋
が
多
数
残

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
も
と
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
に
含
ま
れ
て
い
た
断

簡
を
、
あ
る
程
度
特
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

（
４
）
な
お
、
本
稿
で
は
、
紙
背
に
記
載
の
あ
る
断
片
に
つ
い
て
、
仮
に
表
裏
を
定
め
て
紹

介
し
て
い
る
が
、
原
則
的
に
は
玻
璃
装
に
整
理
さ
れ
た
状
態
で
の
表
裏
に
従
っ
て
い

る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
の
表
裏
の
表
示
は
一
次
文
書
・
二
次
文
書
の
区
別
と
対
応
し

（
四
三
）

（１２４）



て
い
る
訳
で
は
な
い
。

（
５
）
杉
本
一
樹
「
写
一
切
経
経
師
手
実
帳
―
天
平
十
三
年
―
」（『
日
本
古
代
文
書
の
研

究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
。
初
出
は
一
九
九
一
・
一
九
九
六
）。

（
６
）
千
部
法
花
経
充
本
帳
に
関
し
て
は
、
主
と
し
て
現
状
観
察
の
結
果
か
ら
復
原
を
試
み

た
、
杉
本
氏
先
掲
注
（
５
）
著
書
所
収
「
千
部
法
花
経
充
本
帳
の
断
簡
整
理
」（
初
出

は
一
九
九
三
）
、
主
と
し
て
関
連
帳
簿
と
の
対
応
か
ら
復
原
を
試
み
た
、
森
明
彦
「
千

部
法
花
経
充
本
帳
の
断
簡
整
理
」（『
関
西
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
二
号
、
一
九
九

二
）
な
ど
の
論
考
が
あ
る
。
な
お
、
第
３
号
、
第
４
号
の
復
原
位
置
に
関
し
て
は
、

杉
本
氏
の
著
書
に
簡
単
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）
始
二
部
一
切
経
書
写
事
業
に
関
し
て
は
、
栄
原
永
遠
男
「
奉
写
一
切
経
所
の
写
経
事

業
」（
同
『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
二
〇
〇
三
、
塙
書
房
。
初
出
は
一
九
七
七
）、

山
下
有
美
「
勅
旨
一
切
経
所
に
つ
い
て
」（
同
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』
一

九
九
九
、
吉
川
弘
文
館
。
初
出
は
一
九
九
六
）
の
理
解
に
従
っ
た
。

（
８
）
塵
芥
巻
十
一
第
一
紙
で
は
、
唯
一
、
七
倶
�
仏
大
心
准
泥
大
明
陀
羅
尼
経
と
菩
薩
瓔

珞
経
の
記
載
順
の
み
が
目
録
と
逆
に
な
っ
て
い
る
。
目
録
の
順
番
に
よ
れ
ば
、
七
倶

�
仏
大
心
准
泥
大
明
陀
羅
尼
経
は
塵
芥
巻
十
一
第
１
紙
の
五
行
目
下
段
に
位
置
す
る

は
ず
で
あ
る
が
、
経
巻
名
が
長
す
ぎ
る
の
で
、
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
観
点
か
ら
、
本
来

後
出
と
な
る
菩
薩
瓔
珞
経
と
の
順
番
を
入
れ
換
え
た
も
の
と
推
測
で
き
る
（
資
料
写

真
図
８
参
照
）。
よ
っ
て
、
記
載
順
に
至
る
ま
で
両
者
は
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
す
る
。

（
９
）
目
録
Ａ
（
大
乗
）
と
注
文
Ａ
（
大
乗
）
と
の
記
載
の
相
違
と
し
て
は
、
他
に
も
う
一

点
指
摘
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
注
文
Ａ
（
大
乗
）
に
は
、
書
写
未
了
の
瑜
伽
師
地
論

第
三
帙
第
三
巻
は
、
秦
正
月
万
呂
に
充
本
し
た
こ
と
が
追
記
さ
れ
て
い
る
が
、
目
録

Ａ
（
大
乗
）
及
び
手
実
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
業
途
中
の
経
巻
は
尾
張
宮
成
に
割
り
当

て
ら
れ
て
お
り
、
注
文
Ａ
（
大
乗
）
の
追
記
に
錯
誤
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
目
録
Ａ
（
注
文
）
の
記
載
か
ら
、
書
写
未
着
手
の
別
の
一
部
が
同
日
に
秦

正
月
万
呂
に
充
本
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
錯
誤
の
原
因
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

（
１０
）
先
掲
注
（
７
）
著
書
参
照
。

（
１１
）
西
大
寺
に
は
、
い
わ
ゆ
る
称
徳
山
荘
の
前
身
と
考
え
ら
れ
る
西
大
寺
嶋
院
が
あ
り
、

一
次
文
書
に
み
え
る
「
院
」
は
こ
こ
を
指
す
可
能
性
も
あ
る
（『
続
日
本
紀
』
神
護
景

雲
元
年
（
七
六
七
）
三
月
三
日
壬
子
条
に
「
幸
西
大
寺
法
院
。
令
文
士
賦
曲
水
。
賜

五
位
已
上
及
文
士
禄
」、
同
九
月
二
日
己
酉
条
に
「
幸
西
大
寺
嶋
院
」
な
ど
と
あ
る
。

西
大
寺
嶋
院
は
西
大
寺
法
院
と
同
一
実
体
の
可
能
性
が
あ
る
）。
た
だ
し
、
注
文
Ｂ

の
作
成
の
経
緯
を
念
頭
に
置
け
ば
、
目
録
類
と
の
繋
が
り
で
外
嶋
院
と
考
え
る
ほ
う

が
よ
り
妥
当
か
。

（
１２
）
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
日
本
古
代
印
集
成
』（「
非
文
献
資
料
の
基
礎
的
研
究
―

古
印
―
」
報
告
書
）、
一
九
九
六
。

（
１３
）
先
掲
注
（
１２
）
報
告
書
。

（
１４
）
鳥
毛
立
女
屏
風
下
貼
文
書
に
つ
い
て
は
、
東
野
治
之
「
鳥
毛
立
女
屏
風
下
貼
文
書
の

研
究
」（『
正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』
一
九
七
七
、
塙
書
房
）、『
正
倉
院
紀
要
』

十
二
号
（
一
九
九
〇
）。

（
１５
）
松
島
順
正
『
正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』
図
録
編
１５
頁
。

（
１６
）
柳
雄
太
郎
「
正
倉
院
北
倉
の
出
納
関
係
文
書
に
つ
い
て
」（『
書
陵
部
紀
要
』
二
十
七

号
、
一
九
七
五
）。

（
１７
）
杉
本
氏
先
掲
注
（
５
）
著
書
所
収
「
い
わ
ゆ
る
日
向
国
計
帳
に
つ
い
て
」（
初
出
は
一

九
九
八
）。

（
１８
）
ち
な
み
に
、
皇
太
后
の
「
太
」
を
「
大
」
と
す
る
点
に
関
し
て
は
、
天
平
勝
宝
四
年

（
七
五
二
）
四
月
九
日
、
東
大
寺
盧
舎
那
仏
開
眼
会
に
際
し
て
聖
武
太
上
天
皇
・
光

明
皇
太
后
の
着
用
し
た
礼
服
を
納
め
た
櫃
の
付
札
に

（
マ
マ
）

（
マ
マ
）

納
礼
服
二
具
一
具
大
上
天
皇

一
具
皇
大
后

第
三
櫃

（
四
四
）

（１２３）



と
あ
っ
て
、
同
様
の
誤
記
が
み
え
る
。

（
１９
）『
続
日
本
紀
』
天
平
十
七
年
正
月
七
日
乙
丑
条
、
同
十
九
年
十
月
十
三
日
乙
卯
条
、
同

天
平
宝
字
四
年
五
月
三
日
壬
辰
条
。

（
２０
）
最
上
の
断
片
が
接
合
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
中
間
の
断
片
と
の
間
に
欠
落
個
所
が
多

い
た
め
、
そ
の
後
の
欠
落
個
所
の
「
発
見
」
を
予
期
し
て
着
手
が
保
留
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
本
来
、
修
理
の
為
に
出
蔵
し
た
場
合
、
修
理
後
に
は
元
の
位
置
に

戻
す
の
が
大
原
則
で
あ
る
が
、
上
記
の
よ
う
な
経
緯
で
保
留
中
で
あ
る
と
い
う
事
実

が
い
つ
の
間
に
か
忘
れ
去
ら
れ
、
玻
璃
装
に
仕
立
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

（
２１
）
大
石
諸
上
は
、
天
平
勝
宝
二
年
三
月
十
日
付
の
写
経
所
解
（
十
―
４４
）
で
、
千
部
法

花
経
料
と
し
て
筆
・
墨
を
支
給
さ
れ
て
い
る
。

（
２２
）
杉
本
氏
先
掲
注
（
５
）
著
書
所
収
「
蝋
燭
文
書
と
塵
芥
雑
張
―
東
大
寺
盧
舎
那
仏
開

眼
供
養
供
奉
僧
名
帳
の
発
見
―
」（
初
出
は
一
九
九
六
）。

（
四
五
）

（１２２）


